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議 事 日 程  （第２号） 

 

平成30年３月５日（月）午前10時開議 

 

日程第１ 議案第23号  湖西市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例制定について 

日程第２ 議案第24号  湖西市部等設置条例の一部を改正する条例制定について 

日程第３ 議案第25号  湖西市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例制定について 

日程第４ 議案第26号  湖西市職員の旅費支給条例の一部を改正する条例制定について 

日程第５ 議案第27号  財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

日程第６ 議案第28号  湖西市国民健康保険給付等支払準備基金条例の一部を改正する条例制定について 

日程第７ 議案第29号  湖西市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について 

日程第８ 議案第30号  湖西市新居地域センター条例の一部を改正する条例制定について 

日程第９ 議案第31号  湖西市立図書館条例の一部を改正する条例制定について 

日程第10 議案第32号  湖西市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

            の一部を改正する条例制定について 

日程第11 議案第33号  湖西市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定について 

日程第12 議案第34号  湖西市老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 

日程第13 議案第35号  湖西市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について 

日程第14 議案第36号  湖西市健康福祉センター設置条例の一部を改正する条例制定について 

日程第15 議案第37号  湖西市営火葬場条例及び湖西市新居斎場条例の一部を改正する条例制定について 

日程第16 議案第38号  湖西市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

日程第17 議案第39号  湖西市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について 

日程第18 議案第40号  湖西市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

日程第19 議案第41号  湖西市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介 

            護予防のための効果的な支援の方法等に関する条例の一部を改正する条例制定につい 

            て 

日程第20 議案第42号  湖西市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の 

            一部を改正する条例制定について 

日程第21 議案第43号  湖西市構造改善施設条例の一部を改正する条例制定について 

日程第22 議案第44号  湖西市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について 

日程第23 議案第45号  湖西市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

日程第24 議案第46号  湖西市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定について 

日程第25 議案第47号  浜名学園組合規約の変更について 

日程第26 議案第48号  平成28年度住吉地区命山整備工事の工事請負契約の一部変更について 

日程第27 議案第49号  市道の路線の認定について 

日程第28 議案第50号  平成29年度湖西市一般会計補正予算（第６号） 

日程第29 議案第51号  平成29年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第30 議案第52号  平成29年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第31 議案第53号  平成29年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第32 議案第54号  平成29年度湖西市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 
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日程第33 議案第55号  平成29年度湖西市水道事業会計補正予算（第５号） 

日程第34 議案第57号  平成30年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第35 議案第58号  平成30年度湖西市介護保険事業特別会計予算 

日程第36 議案第59号  平成30年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第37 議案第60号  平成30年度湖西市公共下水道事業会計予算 

日程第38 議案第61号  平成30年度湖西市水道事業会計予算 

日程第39 議案第62号  平成30年度湖西市病院事業会計予算 

 

 

 

○本日の会議に付した事件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄議事日程に掲げた事件に同じ 

○出席及び欠席議員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○説明のため出席した者┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 

○職務のため議場に出席した事務局職員┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄出席表のとおり 
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午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は17名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 議案第23号 湖西

市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準

等に関する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、10番 竹内祐子さんの発言を許します。竹

内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。議案第

23号について、２点ほどお伺いいたします。 

 １点目。県から移譲されますが、課題となるよう

なことは何かあるか教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 現在、地域密着型サービス事業者の指定及び指導

の業務については、長寿介護課介護保険係において

担当しているところでございます。 

 今回新たに指定居宅介護支援事業者の指定及び指

導の業務が加わることとなりますが、その業務量の

増加に対しまして、指導体制や職員の専門性の確保

が課題になってこようかと思っております。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、よろしいです

か。 

○10番（竹内祐子） 課題点について、今２点ほど

指摘がありましたので、そのことについては十分配

慮されてやっていただきたいと思います。 

 では２点目の、規則についてはいつまでにつくら

れるのかを伺いたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在、規則の案を湖

西市例規審査委員会において審査中でございます。

今後、条例と合わせまして平成30年４月１日施行を

していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） この規則については、県のほ

うの規則をやはり参考にするとか、そういう何かひ

な形のようなものがあるんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 省令のほうで基準的

なものは示されておりますので、基本的にはそちら

に倣って制定をしていくようにしたいと思っており

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。４月１日より

使えるように、早急に準備をお願いいたします。ど

うもありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方、ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第２ 議案第24号 湖西

市部等設置条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに４番 高柳達弥君

の発言を許します。高柳達弥君。 

  〔４番 高柳達弥登壇〕 

○４番（高柳達弥） ４番 高柳達弥です。議案第

24号について伺います。 

 質疑の発言要旨につきまして、２項目ということ

で書いてございますが、まとめて質問させていただ

きたいと思います。 

 広報部門を観光交流課に移し、観光・広報部門を

一体化して情報発信を強化することには大賛成でご
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ざいます。しかし、今まで広報は企画にあり、市全

般について、市の方針とか施策、また市長の政策の

進め方とか考え方などを報道、発信する部署として

とられていましたが、例えば国では官房長官とか報

道官というのが国全体のことについて広報するとい

うようなところでありますが、広報が市民経済部の

所管になって、今までのような役割は秘書課で広

報・広聴として今までのようにやっていくというこ

とで考えてよいのかどうかということを伺いたいな

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 森 宣雄登壇〕 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 人口減少に歯どめをかけ、定住人口を拡大してい

くためには、市内外に本市の魅力を発信していくこ

とが重要であると考えております。 

 そのためには、広報こさい、ウエブサイト、ＳＮ

Ｓなどの広報媒体を活用し、市政や観光に関する情

報を一元的に提供する部署が必要であります。 

 また４月１日には、浜松市、湖西市をマネジメン

トエリアとし、観光関連機能を集約した組織、仮称

「浜松・浜名湖ＤＭＯ」が設立されます。本市も職

員１名の派遣を予定しておりますことから、今後は

ＤＭＯと観光交流課との連携によりまして、本市を

含めた浜名湖観光圏のＰＲ活動も活発化するものと

考えております。 

 以上のことから、市民経済部商工観光課の観光部

門と広報部門を統合し、さらにはふるさと納税業務

も加える中で、新たなプロモーション施策の展開・

強化を図るべく、広報部門を市民経済部に移行した

ものでございます。 

 また、広報及び広聴業務につきましては、各事業

を所管する担当部署においておのおの実施をしてお

り、その総括・調整役としての業務を広報こさい、

市役所だよりを発行する秘書広報室が担っておりま

す。 

 新年度の組織改編により、広報業務は観光交流課、

広聴業務は企画政策課がそれぞれ調整役となります

が、これまでと同様、各事業にかかわる広報または

広聴は、所管する担当部署において実施をしてまい

りますので、特段の支障はないものと考えておりま

す。むしろ、それ以上に観光と広報の連携・強化が

もたらす相乗効果や波及効果に大きな期待をしてい

るところでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 高柳達弥君。 

○４番（高柳達弥） 了解いたしました。ありがと

うございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、４番 高柳達弥君の

質疑を終わります。 

 続いて６番 佐原佳美さんの発言を許します。佐

原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） お願いいたします。議案第24

号、健康福祉部地域福祉課の福祉総務係を福祉総務

係と保護係に分けた理由を教えてください。また、

保護係担当の人員は増員するのか。よろしくお願い

いたします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 森 宣雄登壇〕 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 現在、生活保護業務につきましては、福祉総務係

においてケースワーカー３名、査察指導員が１名で

行っておりますが、査察指導員を初め生活保護業務

以外の業務も兼務して行っており、県の指導監査に

おいて兼務の解消を指導されております。 

 そこで今回、保護係を新設し、生活保護業務を専

任で行い、充実を図ろうとするものでございます。

なお、保護担当の人数につきましては、増員は予定

しておりません。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ちょっと詳しくお聞きします

が、では、査察指導員の方の兼務を解いて、総務係

のケースワーカー３人と査察指導員の１人と、４人

を保護係とするということですか。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（森 宣雄） 保護係は４名体制という

考え方をしております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 
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○６番（佐原佳美） では総務係という部署もある

わけですね。そこは足らなくならないんですか。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（森 宣雄） 現在、地域福祉課の人数

ですけども、全体では１名増員を予定しているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。福祉事務所の

くくりの部分がありますね、地域福祉課、子育て支

援課、長寿介護課。そこ全体で見ますと、県から指

導を受けたということは従わなくてはいけないと思

いますけれども、今何が一番必要かというと、地域

包括ケアシステム係とか、やはり共生係だとか、共

生というと長寿だけでなく地域福祉も含まれますけ

れども、やはりそこらの考えも今後はというか、ま

だ来年にというか、先になりますけれども、やはり

そういうものも考えていっていただきたかったなと

いう思いはあります。思いだけ伝えて、質問はわか

りましたので終わりといたします。ありがとうござ

いました。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 続いて５番 楠 浩幸君の発言を許します。楠 

浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも議案番号は第24号です。 

 平成30年度の組織改編に伴って新設されます組織

のうち、観光交流課と産業振興課という課が新しく

設置をされるというふうに伺っておるんですけれど

も、この設置をされる理由と、またとりわけ産業振

興課におきましては１次産業と２次産業、３次産業、

３つの産業が重なるわけですから、おのずとして新

しい産業が生まれてくるのかなというふうな期待を

込めて、強化される事務をお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 森 宣雄登壇〕 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 観光交流課につきましては、市政や観光に関する

情報を一元的に提供する部署を設置することにより、

本市の魅力を広く内外にＰＲするための各種施策の

強化を目的としております。また、新たに設置され

ます仮称「浜松・浜名湖ＤＭＯ」との連携により、

本市を含めた浜名湖観光圏の新たなプロモーション

施策の展開・強化にも期待をしているところでござ

います。 

 産業振興課につきましては、本市の基盤産業であ

ります農・漁業と商工業の連携により、販路の拡大

や６次産業の発展に向けて取り組んでまいります。

また、新年度からは静岡県の東京事務所へ職員派遣

を予定しており、首都圏の企業等に対し、本市の産

業全般についての情報提供が可能となりますことか

ら、企業誘致活動の強化はもとより、地場産品等の

ＰＲにも期待が持てるものと考えております。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 新しい産業に向けて期待をす

るところなんですけれども、予算の審議中ではあり

ますけれども、先ほど東京の事務所１名というふう

なお話でしたけども、人員の強化は図られるんでし

ょうか。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（森 宣雄） 今回新たに農林水産課と

商工観光課の商工労政部門と商業部門が一体になり

ますので、なかなかそれを人数的に比較というのも

難しいですけども、とりあえずそれぞれのもともと

の人数を比較しますと、東京事務所への派遣１名分

が増というふうな形になろうかと思います。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 東京のほうへ行かれる方は純

増という形でよろしいですか。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（森 宣雄） はい、そのとおりでござ

います。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 稼ぐ力を推進していくという

意味合いでは、非常に期待をするところなんですけ
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れども、東京のほうの事務所へ１名、常勤で配置を

されるということなんですけれども、期待できる成

果のようなものを少しお伺いできればと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） では副市長。答弁お願いしま

す。 

○副市長（田中伸弘） お答えいたします。 

 東京事務所に、今職員を選考しておりまして、４

月から派遣をするということで、県のほうとも今最

終の調整をしているところでございますが、やって

もらう職務としましては、今東京に送るということ

ですが、県の東京事務所でございますので、４月か

らは県の職員の一員として働いていただくという身

分になります。そういうことから、湖西市のことだ

けを東京でやるということでなくて、県全般の広報、

ＰＲ、それから企業誘致について、東京事務所でほ

かの市町からも派遣してきた職員と一緒にやってい

くということになります。 

 そこで期待される効果ということでございますが、

一つは12月市議会の御質問のところの答弁にもあり

ましたとおり、要はいろいろ湖西にも企業がござい

ますが、本社機能というのは東京にあるということ

が多うございます。そういった意味で、その企業の

経営方針とかそういったものというのは、東京のほ

うにいたほうがダイレクトに情報が入ってくるとい

うメリットがございます。特に東京事務所の企業誘

致のほうは、ゼネコン関係、それから金融関係がい

ろいろ情報を持ってるというところで、そういった

ところを中心に企業誘致活動の情報交換とか回って

おりますので、そういった、これから企業が投資し

ようというときに、静岡県またはこの浜名湖周辺の

地域を東京の方というのはどういうふうに見ている

のかと、そういったことがじかにわかると思います。 

 それから、あとは先ほどの組織再編でもございま

したとおり、工業関係のみならず、農産物なんかの

ものもおのずと、要は東京都が一大消費地でござい

ますので、そういった方々、都民の方などがどのよ

うな農産物という趣向があるのかと、そういったも

のもおのずと情報が入ってくると思います。そうし

た中で、実は大消費地が望むものというのが、実は

湖西の中にうずもれている農産物というのもあろう

かと思います。たまたま、まだブランド化ができて

ないだけで、知られてないだけで、食べてみれば、

ほかの地域でつくられた農産物よりとてもおいしい

というものもあろうかと思います。そういったとこ

ろが湖西市内にいただけではわからない面、要はほ

かから湖西を見てみるという視点が大事だと思いま

す。 

 そういった意味で企業誘致はもちろんのこと、い

ろいろと東京の面から湖西のほうを眺めてみて、こ

んなことが足りないというのが、行ってみて肌で感

じて帰ってきてもらえればなというところが思って

るところでございます｡ 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） リサーチにつきましては、よ

く理解ができました。期待をするところでございま

す。 

 ただ、もう４月から派遣ということなものですか

ら、やはり企業誘致をするに当たっても湖西市内の

産業の構造ですとか、強み弱みを熟知をされて、こ

ういうメリットがあるよ、こういう、まあデメリッ

トは余り申し上げることはないかと思うんですけれ

ども、しっかりと産業構造ですとか、農産物につい

ても強み弱み等々、しっかりとお勉強なさってとい

う中では非常に短い時間だと思いますけれども、ス

ペシャリストを送っていただけるのかなというふう

に期待をしております｡了解をいたしました。以上

で終わります。 

○議長（二橋益良） ５番 楠 浩幸君の質疑を終

わります。 

 続いて７番 渡辺 貢君の発言を許します。渡辺 

貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） ７番 渡辺 貢であります。

引き続いて議案第24号についてお尋ねをいたします。 

 実は先ほどの高柳議員の懸念については、私も同

じ思いをしておりまして、答弁を聞いておりまして、

考え方は理解をいたしました。 

 今回、少し従来とは違った発想での御提案なのか

なというふうに受けとめておりますけれども、先般
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より新年度予算の説明をお聞きしていますと、今回

の組織改編は影山市長さんの積極姿勢のあらわれだ

というふうに受けとめておりまして、より連携が必

要な部門を統合するなどして執行体制を強化すると、

そういう狙いだということかと思います。推測をす

るに、少人数の課や室がふえるのではないかなと、

そういう懸念からお尋ねをしたいと思います。 

 まず、契約検査室、それから秘書室、それと観光

交流課は、それぞれどの程度の配置人員を考えてお

られるのかを教えていただきたいと思います。何で

そんなことを聞くかということですが、職員の資質

にもよりますけれども、一概に申しませんけれども、

少人数の課や室が多くなると、その分管理職もふえ

ると、そういうことで、結果的に人件費が削減が難

しくなるという、そういう観点からのマイナス面が

あるのではないかと思います。今回は、一方では分

掌事務がふえる課が、逆に、切り離してくっつける

ということでございますので、連携の都合とは申せ、

課ごとのバランスを含めて、どのようなふうに検討

されたのか教えていただきたいと思います。お願い

します。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 森 宣雄登壇〕 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 配置人数は、契約検査室におきましては室長を含

め３名で、非常勤職員を含めた係の体制は変わりま

せん。秘書室につきましては室長を含め３名となり、

秘書担当の体制自体は変わりません。観光交流課は

現在の商業観光係の４名に広報担当２名を増員し、

あわせて仮称「浜松・浜名湖ＤＭＯ」への職員派遣

も予定しており、課長を含め８名体制を考えており

ます。また、ふるさと納税業務には再任用職員と非

常勤職員を配置する予定でございます。 

 組織改編におきましては、関係部課長とのヒアリ

ングを行い、分掌事務や業務量を十分に精査する中

で、少人数の部署となることのデメリットや他の部

署とのバランスの問題点なども考慮しつつ、事業量

に見合った人員配置であると認識をしております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 施策、仕事の進め方を強化す

る意味で、こういう少人数でやらなければならない

という、そういう事情もあるかとは思いますけれど

も、先ほど申し上げましたように、余り小さい課が

幾つもできるというのは、いかがかなというふうに

思いますので、今後も随時見直しがなされると思い

ますので、その辺も含めて、人件費が余りふえない

ように努力をお願いしたいと思います。質問終わり

ます。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対する

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第24号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第24号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第３ 議案第25号 湖西

市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに８番 吉田建二君

の発言を許します。吉田建二君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） ８番 吉田建二です。発言の



６８ 

お許しをいただきましたので、質問させていただき

ます。 

 このたび、条例の見直しにより、一部は規則に委

ねると、こういうような条項を、そして条項整理さ

れたと説明がございました。規則については、男女

共同参画審議会ではどのように協議されましたか。

お尋ねいたします。 

 ここでいう規則についてはというのは、規則で定

めるとして、条例の条文から外した事項などについ

ては審議会ではどう協議されたか、こういう意味合

いですので、その点についてお尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔企画部長 松本裕行登壇〕 

○企画部長（松本裕行） 御答弁をさせていただき

ます。 

 審議会では、現在の社会情勢、制度改革がかなり

速い速度で進んでいる環境の中で、条例の中で規定

すると、その後の変化や運用面で窮屈になってしま

うのではないかという問題もございまして、条例に

おいては、まとめることができるものはできるだけ

まとめ、規則においては、ないがしろにして省くわ

けではございませんけども、付随的または軽微なも

のは、対処がもう少し柔軟にできるような項目とし

て整理し直したらどうかということの御協議をして

いただいたところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 軽微なものは規則としてめり

張りをつけて条例と振り分けていったとこういうこ

とでございます。 

 規則は市長が作成して定めていくのが一般的でご

ざいますが、審議会で規則にかかることについても

協議をしていただいて、意見を提示してもらい、そ

れらを参考にして規則を策定していけば、より質の

高いものができるのではないかなとこんなぐあいに

感じたところでございます。 

 では次の２番目の質問お願いします。 

 男女共同参画審議会は、見直し案をまとめられた

とき、一部の新聞に「見直しされた内容は改善とは

言えないのではないか」と、このようなある著名人

の意見が掲載されました。これについて、審議会で

はどうされましたか。その点についてお尋ねいたし

ます。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 平成29年12月７日に審議

会が市長に対し条例の改正について答申をされまし

た。その翌日、12月８日に新聞記事が掲載をされま

した。新聞記事が掲載された後、事務局から審議会

に対し、記事の内容について参考に情報提供をさせ

ていただきました。 

 審議会といたしましては、審議会の見直し案は12

月７日の時点において表現が妥当であると審議によ

り結論づけられ、審議会が新たに会議を行うことは

想定しないし、必要はないと捉えているとの御判断

をいただきました。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 批判にひるむことはないと思

いますが、広く意見を聞いて参考にしていくことも

大事と考えます。内容によっては次の改正につなが

っていくと、こういうようなものもあるではないか

なと思います。 

 今回は妥当であるということで、特にすぐには対

応されなかったということでありますけども、その

後の今回の提案された条例案を見ていっても、それ

なりに工夫をされ、また改善がされてるなとこうい

うぐあいに受けとめております。 

 いわゆる、常によりよいものに向けて努力してい

ただくことが大事であるということで、こんな点を

考えてるし、その点を期待していることを申し上げ

て、私の質疑を終わります。ありがとうございまし

た。 

○議長（二橋益良） ８番 吉田建二君の質疑を終

わります。 

 続いて１番 福永桂子さんの発言を許します。福

永桂子さん。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 

○１番（福永桂子） それでは、議案第25号に対し

て質問いたします。 

 まず、現行条例の制定にはどのような過程、手続

をとられたのか。またパブリックコメントなどでは
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どのような意見が出たのかを伺います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

  〔企画部長 松本裕行登壇〕 

○企画部長（松本裕行） 御答弁をさせていただき

ます。 

 湖西市男女共同参画審議会の前身となる男女共同

参画推進市民懇談会におきまして、平成25年から勉

強会を含め７回にわたって条例案について議論し、

平成26年８月から９月にかけてパブリックコメント

を募集しました。その後、例規審査を経て平成26年

の12月議会に上程、その際、現行条例は表現及び構

成に多くの異論が出されているということから、構

成も含めた積極的な修正を行うことを強く要望する

との附帯決議をいただいた中で、可決され、制定さ

れたところでございます。 

 パブリックコメントでは、条例を制定することに

よって市民が理解し、意識を深めるきっかけになる。

個々の努力によって改革、改善されるのは難しく、

条例として制定されることに重要な意味がある。女

性の権利だけではなく、男性にとっても生きやすい

社会を目指す条例である。などの御意見をいただい

たところでございます。以上であります。 

 一部、私の冒頭の答弁の中で訂正をさせていただ

きます。 

 冒頭、湖西市男女共同参画審議会の前身となる男

女共同参画推進市民懇話会であるところを、懇談会

と申しました。懇話会でございます。訂正をさせて

いただきます。申しわけございませんでした。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。よろしいです

か。 

○１番（福永桂子） 今、７回ほど審議いたしたと

いうことと、また講演会もされていたと思います。

地域に丁重な説明が行われたという理解でよろしい

ですね。また、パブリックコメントの意見なんです

けども、女性みずからの決定が語気が強いとか、ま

た構成がわかりづらいという意見は市民からは出て

いないということですね。その理解をいたしました。 

 条例に対する附帯決議なんですけれども、それは

政治的効果でありまして、法的拘束力は持たないの

は御存じのとおりですけれども、この附帯決議は尊

重しなければなりませんけれども、この決議を意識

して、その後の運用を図っていく、説明していくと

いうことではなく、条例の改正までしなくてはなら

ない理由を教えていただきたい。また法的根拠があ

るのでしょうか。教えてください。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） お答えをさせていただき

ます。 

 まず、法的根拠云々というよりも、この議案、こ

の25号議案にかかわらず、上程をしまして、その上

程に対していろいろなさまざまな御意見がある。そ

の御意見については当然市民の意を含めた議員の皆

様からの御意見でございますので、その御意見、そ

れが附帯決議であったり、提言書だったり、いろい

ろなメニューのものがございますが、それは市民の

意として、それを真摯にこちらのほうで捉えて、そ

れを改正するべきものは改正するといった運びで今

回はこの条例改正に至ったという説明で御理解をい

ただけますでしょうか。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） わかりました。法的根拠では

なく、政治的効果を当局が受け入れて、このように

改正していったということとして理解いたします。 

 それでは２番目に入ります。 

 一部改正に当たり、外部組織などからアドバイス

を受けたのか。またパブリックコメントの実施や他

の市町村の条例表現を参考にしたのか伺います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 一部改正するに当たり、

湖西市男女共同参画審議会に諮問し、答申をいただ

いております。 

 今回の改正につきましては、現行の考え方を変更

するものではございませんので、パブリックコメン

トは行っておりません。 

 表現につきましては、制定時の附帯決議、平成29

年２月の議会からの提言及び審議会の答申を尊重し

つつ、国の基本法や県条例はもちろん、先進市であ

る、これは議会のほうも行かれた川口市、また越谷

市、富士市、横浜市などを参考とさせていただきま

した。その他10市以上の条例を確認して、これに至
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ったというものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） この条例というのは大変非常

にデリケートな問題を含んでおると思うんですね。

また、極めて専門的な領域ですので、それなりにし

っかり議論をして、正しい認識のもと、最近の動向

も見据えて考えていかなければならないと思います。

いろいろと研究なさったようですけれども、男女共

同参画について、特別に研修をされたということは、

職員の中でありますか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） この条例改正に当たって

ということでございますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） そうです。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 条例改正に当たっては、

ただいま御説明をさせていただきました審議会に御

協議をいただいて、それをこちらのほうで、審議会

のほうで御議論をいただいて審議をしていただいて、

それでその答申に基づきまして、先ほどから言って

いる国だったり県だったり他市を参考にし、という

ことで技術的な、またはその中では条例の専門的な

分野の中での審査ということで進めておりまして、

特にそのためだけの研修をしたということであると

すると、そういったことはしておりません。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 先ほど申し上げましたように、

専門的な領域ですので、やはりこういうふうな改正

するに当たって、既にこれを現状こう制定したとき

の教授なり、また他の極めて専門的なことに対して

も受け答えできるような人を呼んで研修するのが、

いいことではないかなと私は思います。 

 では、パブコメをとられていないというんですけ

れども、その理由は何なのかということと、これ、

市民のための条例ですから、意見をもらうのは大変

大事だと思うんですね。特にこの男性の参画促進な

り、多様な性を持つ人の人権についての配慮なり、

多文化共生、防災及び災害復興に男女双方の視点な

どを入れるというような、大変湖西市の地域に合っ

た進歩的な条例として制定された意義が大きいと思

うんですね。だからこそ、市民にこの分野の知見を

高めてもらって、そして意見をいただくということ

は大事なことだと思います。改正されるのはそれは

なぜなのかということも、市民が知っていくことも

大切と思いますので、パブコメをとられていないそ

の理由を教えていただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 繰り返しになりますが、

先ほどの答弁の中でも言ってございますが、今回の

改正につきましては、現行の考え方を変更するもの

ではないという判断から、してございません。以上

であります。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） パブコメはとるべきであった

と私は思っております。 

 では３です。 

 改正案は現条例と比較して、市民に対してどのよ

うなメリットがあるのかを伺います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 理念条例でございますの

で、市民に対してわかりやすい条例とすることで、

その分野の関係者だけではなく、市民の支持を受け、

市民が理解していただくことができるものと考えて

おります。 

 それにより、市民お一人お一人の意識を高め、と

もに暮らしやすい社会を目指すことができるという

ふうに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 条例は、その中に考えられる

事例について、当然条文に表現されていなくても読

めるようにしておく必要があります。特に具体的な

ことを削除、厳選してしまうと、もっとその表現に

よって読めるようにしておくということが大切にな

ってくると思うんですね。それが市民に十分に読み

取られて、伝わっていると、改正の条例はそうであ

ると思ってらっしゃいますか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） そもそもという失礼な言
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い方をしてはございませんが、制定時に振り返って

みますと、いろいろな皆さん制定されるときに賛成

の中でもいろいろな御意見がございまして、否決を

された方にもいろいろな御意見がございまして、そ

の中では、そもそもという言葉になるんですが、理

念条例であると、そんなにたくさんの項目を入れる

ことによって複雑にすることはという御議論もござ

いました。内容が重複している、わかりづらいとい

ったことから、どうしたらということから、いろい

ろ提言ですとか、附帯決議、それを先ほど来から申

し上げている、こちらで審議会の専門的な方も、弁

護士だったり、いろんな方もございました。その中

で御審議いただいて、民意もございました。それを

踏まえて今回の改正に至るということから、皆さん

に理解していただける、わかりやすいというふうに

現時点では考えているというところでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） では、条例の第３条第６号の

中で、行政の協力が得られない場合の規定がないん

ですけれども、そういう事項も当然今の改正条例で

読み込めるとおっしゃっているわけですか。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さんに問い合わせし

ますが、今３番の質問でございますので、これに限

って質問をお願いしたいと思います。福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） では、後で聞くことにいたし

ます。 

 それでは４に入ります。 

 条例全体にわたる条項の整理がなされたことによ

り、構成、用法、表現が修正され、具体的に項目立

てされていたことが、全体的に厳選、削除されてい

るが、改正案でも内容的には従来の内容は継続して

含まれると考えてよいのか伺います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） お答えをさせていただき

ます。 

 改正案において、施策の根幹をなすものにつきま

しては、従来の内容が継続して含まれているもので

ございます。 

 繰り返しになりますが、今回の改正は現行条例の

可決時の附帯決議において、「表現及び構成に多く

の異論が出されていることから、構成も含めた積極

的な修正を行うことを強く要望」されたこと、さら

には「条文の表現を見直し、条項の整理を行うこ

と」との提言を踏まえまして、積極的に今回見直し

を行いました。 

 なお、現行条例は全体的に用語の重複や長文が目

立つということから、法制執務の観点や他市の条例

を参考に、市の施策を一つの条例にまとめたり、簡

潔化することで、市民にとって読みやすい条例に見

直しをいたしました。 

 失礼しました。先ほど、市の施策を一つの条例と

申しましたが、市の施策を一つの条にまとめて簡潔

にしたというものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 簡潔にされることを聞いてい

るんではなくて、それはそれで一つの選択肢かと思

いますけども、内容的には従来の内容が継続して含

まれていると考えてよいのかというところを、もう

一度ちょっとお答え願います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 冒頭述べましたが、改正

案においては、施策の根幹をなすものについては継

続して含まれているというふうに説明をさせていた

だきました。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） では、その根幹をなすものを

置いたことによって考えられる事例については、当

然その条文に表現されていないけれども読み取れる

ようにしているとおっしゃっているわけですかね。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 繰り返しになりますが、

結論はそうでございまして、制定時に、まず理念条

例であるという御議論、異論、異論という言葉が失

礼かどうかわかりませんが、いろいろな御意見があ

りました。そういったことを立ち返ったときにどう

かということの見直しをしたということを繰り返し

申し上げをさせていただいているんですが、結論と

しましては含まれているというところで御理解をい

ただけませんでしょうか。以上であります。 
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○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 読み取れない箇所もあると私

は思っております。 

 では５に入ります。 

 第11条第２号「男女間に参画する機会の格差が生

じないよう、市民などと協力し、積極的格差改善措

置を講ずるよう努めること」とあるが、これを強力

に進め過ぎると、かえって格差を表面化してしまう

といったマイナスも考えられるので、この表現の具

体化には十分な配慮が必要と考えるが、行政はどう

考えているのかお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 積極的格差改善措置を講

ずるよう努めることとしており、市が努力すべき事

項として規定したものであります。また、条例の第

２条第２号において、積極的格差改善措置の用語を

定義しており、あらゆる分野において男女間に格差

が生じている場合に、必要な範囲において活動に参

画する機会を積極的に提供することとしております。 

 市といたしましては、将来に向け、活力ある社会

を維持していくためには、多様な人材を活用し、新

たな発想を取り入れていくことが重要であり、多種

多様な手段のうち、分野や実施主体の特性に十分配

慮し、実効性のある積極的格差改善措置に取り組ん

でいくべきであると考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） ここで、生じないようにする

という言葉が使われておるわけですけれども、この

生じないようにするは、事前予防の意味合いが強い

わけですね。この予防措置として、今市は何を具体

的に考えられて政策として上げられていますか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） お答えをさせていただき

ます。 

 御存じのとおりでございますが、第３次湖西市男

女共同参画推進計画というのが改正をされまして、

28年度からの計画、これ第３次でございまして、そ

の計画の中でいろいろなアクションプランという表

現がよろしいか、いろいろな施策が展開されており

ます。 

 例えば、防災の中でというお話が先ほどございま

した。その中で例えば避難所の中で女性の立場がと

いうお話がございます。その中で一つの展開の中で

は28年ぐらいからですか、各地区の女性の方がそれ

にかかわっていただくということで、70名程度の、

各地区ごとにですね、各地区の中、70名程度の御参

画をいただいて、３回ほど研修をしている。これが

３年目に至る。そういったことの一つの例でござい

ますが、そういった計画もございます。といったこ

とを、予防、予備、今後の展開の中で一つの事例を

紹介させていただく中で、それに対応しているとい

うところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） この予防措置がすごく強くな

り過ぎると、かえって男性に対するとかの逆差別に

なってしまうということを私はちょっと懸念しただ

けであります。 

 そして、予防措置としたら教育の現場であったり

とか、啓蒙活動であったりとか、そういうことが入

ると思います。 

 それでは次行きます。 

 第３条第６号について、現行条例の表現は適切で

あると考えるが、今回どのように考えて、この表現

を改めたのか伺います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 現行条例に規定されてい

る「妊娠、出産等に関し、女性みずからの決定が尊

重され」という表現は、女性のみで決定し、男性に

は話し合う権利がないとの誤解を生じさせます。条

例は、その分野の専門家のみならず、一般住民にと

って理解しやすいものでなければならず、国の基本

法や県条例においても「決定」という用語を規定し

ているわけではございません。 

 妊娠、出産等の身体的当事者である女性の意思よ

りも他者の意思が優先されてはならないということ

は言うまでもございませんが、女性の意思を尊重し

た上で、両性が互いに性に関する役割と責任を果た

し、当事者意識を持って協力し合うという基本姿勢

を示す趣旨から、改めをしているものでございます。

以上です。 
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○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） もともとの条例を見ましても、

女性がみずから決定するとは書いてないんですね。

女性みずからの決定が尊重されと書いています。こ

れは、この尊重を入れることによって大変配慮的な

条文になっているわけなんですね。だからそれを、

女性が女性がと言ってるというふうに捉えることは、

まずはないと思います。パブリックコメントでも普

通に何も意見が出てなかったわけですね。と、私は

思いますけれども、どうでしょう。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） いろいろな御意見があろ

うかと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） それでは、現行の条文のまま

で、何ができなくて、何が困るのかということをち

ょっと、もうちょっと詳しく御説明お願いできます

か。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 一言ではなかなか、いろ

いろな皆さんの御意見があるということは先ほど来

から審議の中でされております。 

 まずは誤解がされないような表現ということを先

ほど来から申し上げておりますので、誤解がされな

い配慮、配慮というよりも市民の皆様が誤解しない

ような読みやすいものにしようということで、審議

会からの答申もいただきましたし、それに合わせま

していろいろな他市、国、県といった引用も含めま

して検証したというところでございます。そういっ

たところで答弁とさせていただきます。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 読み取り方だとおっしゃって

るんだと思うんですけれども、誤解をされるような

条文にはなってないと私は思っております。ちょっ

と御答弁がよく理解できないのと、今おっしゃる課

題や問題点が、現行条例でなぜできないかというと

ころが、ちょっと腑に落ちません。でも質問するに

は至りませんので、７に入ります。 

 改正案の第３条第６号について、「相互に協力し

合うこと」とあるが、何を相互に協力し合うと規定

しているのか伺います。 

 「妊娠、出産等に関して」は避妊の文言が入って

いないがどう考えているのか伺います。 

 「その意思を尊重した上で」の「その」は何を指

しているのか伺います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） お答えをさせていただき

ます。 

 「相互に協力し合う」というのは、安全な性生活、

妊娠、出産調整など、妊娠、出産を含めた生殖にお

ける全ての過程について、互いに理解を深め、協力

することを指しています。 

 わかりやすくいうと、自分たちが子供を持つか持

たないか、出産間隔、子供の数など、夫婦やカップ

ルが個々の状況を踏まえ、互いに当事者意識と責任

のもとで話し合う過程を重要というふうに考えてご

ざいます。 

 また、避妊という用語自体は「出産等」の「等」

という部分に含まれており、「その意思」の「そ

の」は「女性の」を指しているところでございます。 

 失礼しました。ちょっと訂正をさせてください。

申しわけございません。 

 冒頭、安全な性生活、妊娠、出産調整と言ってし

まいました。失礼いたしました。出生調節というの

が正しい表現でございます。出生調節でございまし

た。失礼いたしました。訂正をさせていただきます。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 今おっしゃったことは、相互

に、相手がいることでありますので、相手がいない

場合どうなるかということも考えなければなりませ

んが、特に第３条第５号に、家族を構成する男女の

相互の協力ということは、役割とそして責任という

ことで規定がありますので、ここでわざわざ入れて

くる必要もないのかなと思います。 

 それから、妊娠のこともありますね。避妊とかい

う、次行きますか。 

○議長（二橋益良） はっきり言ってください。 

○１番（福永桂子） 次の妊娠、出産等に関しては

避妊の文言が入っているかどうかということへの御

答弁ですけど。後でやりますか。あ、されました。
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私ちょっと聞き取れなかった。ごめんなさい。もう

一度お願いします。 

○議長（二橋益良） それでは再度お願いいたしま

す。企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 全く繰り返しになります

が、「相互に協力し合う」というのは、安全な性生

活、妊娠、出生調整など、妊娠、出産を含めた生殖

における全ての過程について、互いに理解を深め、

協力することを指しています。 

 わかりやすくいうと、自分たちが子供を持つか持

たないか、出産間隔、子供の数など、夫婦やカップ

ルが個々の状況を踏まえ、互いに当事者意識と責任

のもとで話し合う過程を重要と考えています。 

 また、避妊という用語自体は「出産等」の「等」

という部分に含まれており、「その意思」の「そ

の」は「女性の」を指しております。 

 重複部分がございますが、ただいまのとおりでご

ざいます。以上です。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん。 

○１番（福永桂子） 済みません。ありがとうござ

います。 

 「その」を「女性の」ということにしたほうが大

変わかりやすいのではないかと思うことと、この条

項そのものが抽象的でわかりにくくさせているんで

すね。相互に協力し合うことというところが、特に

相互は相手が必要なことであって、では相互に協力

しない、ことができない人はどうなのかということ

がうたわれていないこともありますし、そしてこち

らの。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん、簡潔にまとめ

てください。 

○１番（福永桂子） 大変これ、抽象的でわかりに

くくなっていると思います。 

 一つは男女の健康状態を定める条項ではないこと。

そしてもう一つは、一人で出産しなければならない

とか、一人でみずからの意思を決定しなければなら

ない状態の方々もいるということ。そのようなこと

を鑑みますと、この条例がいろんなことを入れ込み

過ぎて、大変抽象的でわかりにくくしてあります。

この条項は女性の妊娠と出産、それを女性みずから

の意思を尊重しましょう、そしてその後、心身や体

の健康状態に配慮しましょうということを定めるも

のですね。男女の健康状態がどうのということを定

めるものでもなく、男性がどうだということを定め

るものでもなく、男性の男女共同参画については、

ほかの条項で定めてあります。男女の健康状態につ

いては市が支援すると、ほかの条項でも定めてある

わけですね。 

 そういうことを鑑みますと、いろんなものが入り

込み過ぎて、この条項に入れなくてもいいものが入

り込み過ぎているので、大変わかりにくい。市民に

とったら抽象的なわかりにくい条項になっていると

私は思います。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん、ここは質疑の

場でございますので、個人的な意見とか、あるいは

意見を言う場所ではございませんのでよろしくお願

いしたいと思います。答弁をいただきますか。 

○１番（福永桂子） いいです。 

○議長（二橋益良） いいですか。では終結しても

いいですか。 

○１番（福永桂子） はい。 

○議長（二橋益良） １番 福永桂子さんの質疑を

終わります。 

 通告された質疑は以上であります。ほかに議案に

対して質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 本案に対して、１番 福永桂子さん、11番 荻野

利明君から、お手元に配付した修正の動議が提出さ

れております。 

 これを本案に合わせて議題とし、提出者の説明を

求めます。１番 福永桂子さん。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 

○１番（福永桂子） 議案第25号 湖西市男女共同
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参画推進条例の一部を改正する条例に対する修正案

を提出いたします。 

 お手元の資料の別紙をごらんください。まずは内

容について読み上げます。 

 改正文、第３条第６号を次のように改めます。 

 第６号「男女が、互いの性を理解し合い、生涯に

わたる心身の健康が確保されるとともに、妊娠、出

産等に関しては、女性の身体的特徴に配慮し、その

意思を尊重した上で、相互に協力し合うこと」を、

第３条第６号を次のように改めます。第６号「男女

が、互いの性を理解し合い、妊娠、出産等に関し、

その直接的負担を心身ともに負う当事者である女性

みずからの意思が尊重され、かつ、生涯にわたる心

身の健康に配慮されること。」に改めます。 

 では、提案の理由を述べさせていただきます。 

 提出改正条例案前の現行の条例第３条第６号は、

女性に対する積極的格差改善措置の表現として適切

であると思われますが、附帯決議が議決されたこと

を鑑み、市民にとっても、よりわかりやすい条文に

改めるよう提案するものです。 

 修正した項目を３項目に分けて御説明いたします。 

 １、「生涯にわたる心身の健康が確保されるとと

もに」を末文に置いた理由。 

 生涯にわたる心身の健康を享受する権利は、男女

に保障されるべきですが、第３条第６号が規定して

いるのは、妊娠、出産等が女性の心身に長期にわた

り影響を及ぼすことを考慮して、女性の意思を尊重

すべきであるということを定めているものです。ま

た、提出改正条例案の第11号第４号に、男女がとも

に生涯にわたって健康な生活を送ることができるよ

う、市が必要な支援を行うことが既に規定されてい

ます。 

 ２番です。「その直接的負担を心身ともに負う当

事者である女性みずからの意思が尊重され」の文言

をつけ足した理由です。 

 妊娠、出産は女性に大きな負担がかかるものであ

ることを明確に表現するとともに、妊娠、出産等に

当たっては女性みずからの意思が尊重されなければ

ならないという基本的な考え方を正確に表現するこ

とにより、提出改正条例案第３条第６号に対する市

民の理解をより深めることができます。 

 ３番。「女性の身体的特徴に配慮し」と「相互に

協力し合うこと」を削除した理由。 

 条文に男女が互いの性を理解し合いの文言がある

ので、「女性の身体的特徴に配慮し」という文言を

改めて書き入れる必要はないと考えます。また、男

女双方の意見が尊重されるべきことは当然ですが、

男女共同参画とは機械的に男女双方の意見を認める

ことではありません。また、婚姻している男女や交

際中の男女を前提にして規定すべきではなく、そう

でない場合もあることを前提に、多様な形態を想定

すべきであると考えます。 

 この問題に関しては、最終的に妊娠、出産等の当

事者である女性の意見がより尊重されるべきである

ことを明記しておかないと、妊娠、出産等の直接的

負担を心身ともに負う当事者である女性の権利がよ

り不利に規定されることになってしまうと考えます。 

 参考にまた、第３条第５号に家族を構成する男女

が相互に協力し合うことが規定されていることから、

「相互に協力し合う」という文言は不要と考えてい

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 説明は終わりました。 

 修正案に対する質疑を行います。質疑のある方は

ございませんか。９番 加藤弘己君。 

  〔９番 加藤弘己登壇〕 

○９番（加藤弘己） ９番 加藤弘己でございます。

ただいまの修正案について、お聞きいたします。 

 平成26年12月定例会において附帯決議を議決し、

当市議会において提言書を提出しており、議会とし

ての使命を果たしているところでありますが、それ

をもって湖西市男女共同参画審議会を４回開催し、

このたびの条例改正に至ったわけであります。この

経緯についてどのように理解しているか、お聞きし

たいと思います。 

 それから、先ほど来から政治的と発言されており

ますけど、この政治的だというようなことはどうい

うようなことか、御説明願います。 

○議長（二橋益良） １番 福永桂子さん。答弁お

願いします。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 
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○１番（福永桂子） 審議会が４回協議をしたとい

うことはわかっておりますし、それはそれで尊重し

なければならないと思います。 

 ただ、これを改正する前に、この条例に附帯決議

がつけられたこと、それはその内容とそしてなぜつ

けられたのかということを市民にはっきりと伝わっ

ていないこと。広報されていないこと。そしてその

後、これを改正するに当たってパブリックコメント

がとられていないこと。私は必要だと思います。大

切な市民の、地域のルールであるこの条例なので、

市民が理解して、そして市民からの意見を聞いて、

改正に至るということは大切なことと思います。そ

して、附帯決議というのは法的拘束力を持たないと

いう意味です。以上です。 

○議長（二橋益良） もう一度お願いします。先ほ

どの答弁、もう一つございますので。 

  〔不規則発言あり〕 

○議長（二橋益良） 暫時休憩とさせていただきま

す。よろしいですか。再開は11時30分といたします。 

午前11時19分 休憩 

───────────────── 

午前11時30分 再開 

○議長（二橋益良） 休憩を解いて、それでは議案

第25号の修正案に対する質疑がありましたけども、

その答弁から進めさせていただきます。 

 １番 福永桂子さん。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 

○１番（福永桂子） 政治的効果についてお聞きさ

れてるんですね。一つ引用したいと思います。参議

院ホームページ、参議院のあらまし、委員会の活動

１の法律案の審査を引用したいと思います。 

 法律案が可決された後、その法律案に対して附帯

決議が付されることがあります。附帯決議とは、政

府が法律を執行するに当たっての留意事項を示した

ものですが、実際には条文を修正するには至らなか

ったものの、これを附帯決議に盛り込むことにより、

その後の運用に国会として注文をつけるといった様

態のものも見られます。附帯決議には、政治的効果

があるのみで、法的効力はありません。というよう

なことが書いてあります。 

 条例も法律と同じ法令体系の中に入ります。解釈

は同じでしょう。条例に対する附帯決議は法的拘束

力は持ちませんとお答えしたのはそういう意味です。

よろしいですか。 

○議長（二橋益良） ９番 加藤弘己君。質疑です

ね。こちらでお願いします。 

  〔９番 加藤弘己登壇〕 

○９番（加藤弘己） ありがとうございます。少し

勉強不足で、よく理解できませんけど、この件につ

いては勉強してみます。 

 それと、私が聞きたいのは、総務経済委員会のメ

ンバーであって、中間報告をして、行政のほうに直

してくださいよというようなメンバーにおったわけ

なんです。それから約１年たちました。そういうよ

うな経緯をどういうふうにお考えなのか教えていた

だきたいのと、それともう一点、先ほど機械的、機

械的に男女双方の意見を認めることではないという、

機械的とはどういうようなことでしょうか。また何

かどこか法律か何かありましたらお教え願います。 

○議長（二橋益良） １番 福永桂子さん。答弁お

願いします。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 

○１番（福永桂子） 機械的ということは、言われ

たその言葉をそのまま反復したり、内容的に意味を

理解しないで取り入れるということであります。 

 社会通念とか慣習の中に、この歴史的社会的につ

くり上げられた男性像や女性像があるんですね。そ

してこれらは固定的性別とか役割分担とか、あるい

は先入観などにつながっている場合があります。こ

のようなものには男女共同参画社会の形成を阻害さ

れると考えられるものがあるんですね。 

 そのようなときに、例えば地域で家父長制度、そ

ういうものがまだ残っている地域もあるでしょう。

そのときに女性は必ず子供を産むものだ、結婚して

子供を産むものだと考えている方もいらっしゃるか

もしれない。それを男性の意見として女性にぶつけ

ることが、機械的にぶつけることがよいのでしょう

か。女性は家で家事、育児、そのようなものをすれ

ばよいのだと考えている方が、もし男性であって、

女性であってもいいんですけども、それをそうであ



７７ 

ると決めつけて言葉を言って、その慣習の中に、歴

史的につくられた慣習の中に押し込めておくという

ことはいいことでしょうか。 

 そのような歴史的社会的につくり上げられた固定

的性別役割分担、あるいは先入観等につながっては

いけないということで、機械的にという言葉を使い

ました。 

 それと総務経済委員会のお話ですけれども、そう

ですね。しかしながら、意見を提出されるときに、

総務経済委員会の中でよいかどうかの判断をしたと

きに、私は賛成はしませんでした。以上です。 

○議長（二橋益良） ９番 加藤弘己君。質疑です

か。 

  〔９番 加藤弘己登壇〕 

○９番（加藤弘己） 歴史的背景を学ぶことは非常

に大切だと思います。しかしながら、この原案が何

か機械的にやってるというような感覚でとられ、私

はとっておりましたので、質問させていただきまし

た。言わんとすることはわかりました。やはり機械

的だとか性的というようなところを使うときには、

やはり慎重に使ったほうがいいんじゃないかなと私

は思いますので。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） ９番 加藤弘己君の質疑を終

わります。 

 そのほか、質疑のある方はございませんか。17番 

神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝です。質問さ

せていただきます。 

 提案の理由の３の文章の中に、今機械的云々とあ

りましたけども、その後のほうに「婚姻している男

女や交際中の男女を前提に規定すべきではなく」と

いう表現が用いられておりますが、条例の中の何条

何項にそれが載っているのか。まずその一点をお聞

きしたいと思います。 

 それから、先ほど総務経済委員会で提言書を出す

ときに、私は反対しましたというお答えがございま

したけども、これってやはり総意に基づいていかな

いといけないんじゃないでしょうか。私は反対でし

たからっていって、こうやって当局が一部条例改正

を真剣に取り組んで出してきているときに、私は反

対だったから、もとの条例に戻したいというような

発言はいかがなものかなと思います。それでしたら

まだ一般質問とか御自分の意見を十分に発揮する場

でなされたほうがいいんではないかという考えを持

っています。 

 まずはその婚姻云々という表現がどこに記載され

ているか、お答え願います。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。福永桂子

さん。 

  〔１番 福永桂子登壇〕 

○１番（福永桂子） 済みません。もう一度ちょっ

と。婚姻している男女や交際中の、のところでした。

交際中の男女を前提にして規定すべきではなくです

か。のところ。それが条例の中に規定されてないと

いうことですか。ごめんなさい、ちょっと、申しわ

けないです。 

○議長（二橋益良） 福永桂子さん、一応端的に質

疑してるもんですから、ここで再確認するよりも、

とりあえず答弁お願いしたいと思います。 

○１番（福永桂子） 条例に書かれているかどうか

ということですか。 

 こちらの多様な性についてはですね、を尊重しま

しょうということについては。 

  〔不規則発言あり〕 

○議長（二橋益良） ちょっと今発言中でございま

すので。 

  〔不規則発言あり〕 

○議長（二橋益良） 暫時休憩といたします。 

午前11時42分 休憩 

───────────────── 

午前11時42分 再開 

○議長（二橋益良） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 それでは福永桂子さん、答弁お願いします。 

○１番（福永桂子） 婚姻している男女や交際中の

男女を前提にして規定しているのではないというこ

とが、この提出改正条例案に規定しているんですか

ということですね。 

○議長（二橋益良） ちょっと暫時休憩といたしま
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す。しっかり答弁調整してください。 

午前11時43分 休憩 

───────────────── 

午前11時44分 再開 

○議長（二橋益良） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 それでは福永桂子さん、答弁をお願いします。 

○１番（福永桂子） 済みません、ちょっと意味が

わかりにくかったものですから。この婚姻している

男女や交際中の男女を前提にして規定すべきではな

いというのは、この提出改正条例案の中の相互に協

力し合うことという、この相互にという言葉の中に

入っているということですね。この相互にというの

は、質疑でも言いましたように、相手が必要とされ

ていることですね。それでは相互の協力は得られな

い、相手がない場合の人たちに対してはどう対応す

るのですかということなんですね。妊娠後に離婚し

てしまったとか、最近では女性が単独で出産するケ

ースもあるということですね。判断は女性一人であ

ることもあるということです。夫婦間だけではない

という。交際中の男女だけではないということを言

っています。 

○議長（二橋益良） 17番 神谷里枝さん、どうで

すか。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 先ほどからの加藤議員からの

質問、また私が質問していることに対して、なかな

か聞いている皆さんが納得いただけるようなお返事

がいただけていないのが現状であるかなと今感じて

おります。 

 そういった中で、妊娠、出産、要するに生殖活動

するに当たっては、それぞれが男女ともどもがしっ

かり責任を負わなければいけない問題ではないでし

ょうか。今、福永議員がおっしゃってるのは、そう

いったことはさておき、違うケースのことをおっし

ゃっているわけですけども、そういったケースって

どんな場合を想定して今の御発言になっているのか

伺いたくなりますけども、ちょっと時間の無駄かな

という気もいたします。申しわけありませんが、今

の答弁を聞いて、私の感想を述べさせていただきま

すけども、あくまでも生殖活動を行うのは女性一人

の責任でもない、男性一人の責任でもない、お互い

の責任のもとに行われていくべき行為であると私は

信じておりますので、そこら辺が福永議員との解釈

の違いかなという認識は持ちました。 

○議長（二橋益良） 17番 神谷里枝さんの質疑を

終わります。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 討論を行います。まず、修正案に対して討論のあ

る方、ございませんか。10番 竹内祐子さん。  

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子。議案第25号 

湖西市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例

制定についての修正案に対し、反対討論をさせてい

ただきます。 

 現行の条例は、平成26年12月の本会議にて可決さ

れた際に、「本条例は、その基本的理念を評価して

可決されたが、条例としての表現及び構成には多く

の異論が出されていることから、早期に見直しを行

い、構成も含めた積極的な修正を行うことを強く要

望する」と附帯決議が付されたものです。 

 その後、議会でも総務経済委員会にて先進地の状

況を調査研究し、見直しについての議論を十分に重

ね、議論の場を設けてきました。平成29年３月定例

会には、その調査結果を報告し、市長に提言してい

ます。 

 当局では、附帯決議や提言事項を踏まえて、内容

について協議し、男女共同参画審議会の諮問を経た

上で、このたびの条例改正案が提出されています。 

 当時、総務経済委員会の一員として調査や協議を

行い、提言書をまとめられた福永議員からこのよう

な修正動議が今になって提出されたことが理解でき

ません。 

 平成27年４月に湖西市男女共同参画推進条例が施

行され、３年が経過しようとしていますが、なぜそ

の間に今回のようなことについて一般質問等で自分

の考えを述べなかったのか、疑問に思います。 

 修正案では、妊娠・出産は女性に大きな負担がか
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かるものなので、女性みずからの意思が尊重されな

ければならないという、女性の健康に関する権利を

表現されていますが、当局案では、前半部分におい

て両性の生涯にわたる心身の健康を享受する権利を

規定しています。後半部分の「妊娠、出産等に関し

ては」女性の意思をより尊重すべきこととしていま

す。妊娠、出産等は女性のみの問題ではなく、男性

の性に関する役割と責任を強調する意味においても、

「相互に協力し合うこと」という男女共同参画の基

本姿勢を入れています。修正案のように女性の権利

だけが主張されるものより、当局案のように誰が見

てもわかりやすいことが重要だと私は考えます。 

 また、一方的に第３条６号について、結婚した男

女を前提にして規定すべきではなく、そうでない場

合もあることを前提に、多様な形態を想定すべきで

あると述べられていますが、私は条例とは専門分野

の関係者のみでなく、一般市民の支持を受け、守っ

たり理解できる表現であることが重要であることか

ら、修正案には反対です。 

 私は、湖西市において本当に活用できる条例にな

っているかが重要と考えます。市民に理解され、愛

され、活用できる条例でなければ、つくった意味が

ありません。所管である総務経済委員会においても

十分確認いたしました。 

 以上、修正案に対する反対討論といたします。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

ございました。 

 ほかに討論のある方はございませんか。吉田建二

君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） 私は、修正案に反対の立場で

討論をさせていただきます。 

 原案と修正案と見比べてみますと、ほとんど同じ

である、こういうように感じます。最初の「男女が

互いの性を理解し合い」というのは全く同じですし、

次の「生涯にわたる心身の健康が確保される」と、

これは修正案では末尾にございます。「妊娠、出産

等に関しては」、これは修正案は初めのほうにござ

います。「女性の身体的特徴を配慮し」、これにつ

いてはその直接的負担を心身ともに当事者であると

の表現で中段に明記してございます。そして、「女

性の意思を尊重した上で」というのは、女性みずか

らの意思が尊重されとの表現でやはり中段にござい

ます。 

 こうしていきますと、ただ文言の順序が少し前後

して変わってる程度で、内容に明解な違いを確認し

がたい状況でございます。 

 原案にある「相互に協力し合うこと」という文言

は、修正案にありません。これについては提案の説

明の中で述べられましたけども、「互いの性を理解

し合い」の文言があるので、あえてこの「相互に協

力し合う」ということは必要ないでないかと、こう

いうことでございますが、この「相互に協力し合

う」ということは、いわば男女共同参画推進の骨格

をなす文言であって、あえてここで削除する必要が

見当たりません。 

 そういうことを考えていきますと、私はこの原案

がいい、こういうぐあいに感じておりますので、こ

の修正案に対しては反対をいたします。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。11番 荻

野利明君。 

 提出者でありますので、賛成討論できません。 

 ほかに討論ございませんか。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。今修正案に

反対の討論を行います。 

 このもともとの条例というものは、男女共同参画

社会を形成するために、男女共同参画基本法が制定

され、推進するに当たって、責務や基本施策、推進

体制を定めたものが共同参画推進条例だと思います

が、基本となる男女共同参画基本法は、基本法全体

を通して一般名称の前に「男女の」と修飾がなされ

ていること。基本法そのものに女性のみを対象とす

る法律ではなく、男性のみ、女性のみを対象とした

規定もない。男女両方を対象として、男女共同参画

社会の形成の推進について規定されております。 

 参考資料等にもありましたけども、リプロダクテ

ィブライツは、長きにわたって性と生殖における基
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本的人権としての女性の自己決定権とされてきまし

た。女性は、妊娠、出産をコントロールできる権利

があるということです。片や男性は、単に精子の提

供者としての存在ではありません。今やイクメンが

当たり前となり市民権を得たように、男性の育児が

権利であるのと同様に、またこのリプロが全てのカ

ップルと個人を対象としているように、男性にも産

ませる性としての権利と自由もあると思います。男

性も子供が欲しいと主張してもいいのではないでし

ょうか。 

 生殖、すなわち妊娠することは、男女の平等の責

任であるべきで、子供を持つ自由と同時に、男性に

は女性の権利を守る義務と、子供の権利を守る義務

も課せられます。金銭的物質な豊かさだけでは幸せ

になれないことは、もうバブルが崩壊したときでわ

かっております。父親に求められるのは、家族の心

と体の豊かさを満たすことだと私は思います。これ

こそが男女共同参画社会を形成するためにも必要な

ことだと私は考えますので、この修正案には反対い

たします。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 ただいまここで昼の時間でございますが、12時よ

りちょっと延長して、この議案が終了するまでお願

いしたいと思いますが、よろしいですか。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） ほかに討論のある方はござい

ませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 続いて、原案に対して討論のある方、ございませ

んか。９番 加藤弘己君。 

  〔９番 加藤弘己登壇〕 

○９番（加藤弘己） ９番 加藤弘己です。議案第

25号 湖西市男女共同参画推進条例の一部を改正す

る条例制定についての原案に対し、賛成の討論をさ

せていただきます。 

 子供を妊娠、出産等に関しては、男女がともにか

かわる中で、かつては男性の視点で語られることが

少なく、男性の意識も低いものでした。妊娠、出産、

中絶などで負担を負うのは女性の体であり、このこ

とで女性の心身に最大限の配慮は必要としても、男

性の意見も軽んじられてはならないと思います。 

 性と生殖に関する健康と権利、セクシャル・アン

ド・リプロダクティブヘルス・アンド・リプロダク

ティブライツですか、は今まで長きにわたって性と

生殖における個人の意思に基づくものであり、女性

の自己決定権と言われてきました。女性の人権や両

性の平等が認められた歴史的な背景がありました。

しかしながら、このリプロダクティブヘルス・アン

ド・ライツが、全てのカップルと個人を対象にして

おります。男性にも産ませる性としての権利と自由

と、そして責任を持たなければなりません。これが

最近の動向だと私は思っております。 

 妊娠、出産等は女性の問題だけではなく、性と生

殖に関する男女の平等な関係、同意、共同の責任が

広く認識され、男性の性に関する役割と責任が強調

されなくてはなりません。 

 原案は、妊娠、出産等における直接当事者である

女性の意思を尊重し、全ての夫婦やカップルがその

個々の状況に応じながら、男女の話し合いによる過

程を重視するという方針が、市民に容易にわかるよ

うに規定されております。 

 原案第３条第６号は、女性の権利が不利に規定さ

れているとは言えません。結婚をした男女だけを前

提にしたものでもありません。女性の身体的特徴に

配慮し、その意思を尊重した上で相互に話し合うこ

とは、時代おくれでしょうか。湖西市男女共同参画

推進の基本理念が目指す、女性も男性もあらゆる世

代の誰もがお互いを認め合い、責任を分かち、支え

合いながら、みずからの能力を発揮して、生き生き

と輝くことのできる社会の実現を目指すものとして

この条例は歴史的背景を考慮し、一歩進んだ思想に

向かったものであると思っております。 

 女性が女性のことばかり、男性が男性のことだけ

を考えている限り、男女共同参画はありません。ま

してや女性の自立もあり得ないと思います。 

 以上のことから、原案に対する賛成討論といたし

ます。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は原案に対す
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る賛成討論でございました。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは、初めに議案第25号の修正案について採

決いたします。本修正案に賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手少数でありましたので、

修正案は否決されました。 

 次に、原案第25号について採決いたします。原案

に賛成の諸君の挙手を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手多数であります。したが

って議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 それではここで昼の休憩といたします。再開は午

後１時といたします。 

午後０時05分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、休憩

前に引き続き会議を再開いたします。 

 それでは、日程第４ 議案第26号 湖西市職員の

旅費支給条例の一部を改正する条例制定についてを

議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第26号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第26号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第５ 議案第27号 財産

の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、７番 渡

辺 貢君の発言を許します。７番 渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） 議案第27号について質疑をさ

せていただきます。 

 今回、本条例が提案されたのは、そうした必要性

についての事情があってのことと思いますことから、

お尋ねをしたいと思います。 

 改正条例に基づいて、交換、譲与、または減額譲

渡が必要なケースとは、どのような事例を想定して

いるのか。また具体的に、現在そうしたことが求め

られているような事情があるのかどうかについてお

伺いをしたいと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 答弁をお願いいたします。総

務部長。登壇してお願いします。 

  〔総務部長 森 宣雄登壇〕 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 想定している事例についてでございますが、例え

ば自治会に無償で貸し付けている市有施設について、

現在策定中の湖西市公共施設再配置個別計画では、

自治会への譲渡が予定されております。 

 しかしながら、現行の条例では自治会のような公

共的団体には、交換、譲与、または減額譲渡の対象

としておりません。 

 したがいまして、今後、公共施設の適正配置を進

めるに当たり、このような事例を想定し改正をしよ

うとするものでございます。 

 なお、現在求められているものは何もございませ

ん。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。どうですか。 

○７番（渡辺 貢） よくわかりました。市が持っ

ておる施設を自治会さんがお使いになってるところ
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は私も存じ上げておりますので、そういうところは

必要になるのかなというふうに思います。ありがと

うございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対する

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第27号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第27号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第６ 議案第28号 湖西

市国民健康保険給付等支払準備基金条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、発言を許

します。初めに５番 楠 浩幸君の発言を許します。

５番 楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。

議案28号ですね。国民健康保険が平成30年度から療

養の給付費等、静岡県になると思うんですけども、

県の支出金で全額賄われるというようなことだと思

うんですけれども、これについて、湖西市単独で基

金を確保するという、この必要性について教えてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市民経済

部長。登壇してお願いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） お答えいたします。 

 国民健康保険給付等支払準備基金は、今までは療

養の給付費等の支払いに不足が生じた場合の資金に

充てる目的で設置されておりました。 

 しかしながら、健康保険が平成30年度から県単位

に広域化されることに伴い、県が、議員言われるよ

うに、財政運営の主体となり、療養の給付費等は県

の支出金で賄われ、市は県が算定した国民健康保険

事業納付金を保険税収入等で納付することになりま

す。 

 このため、今後は主に国民健康保険税の上昇を抑

制するための財源として基金を活用し、広域化後も

市の国保事業が健全に運営されるように保有してい

くというものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 一応もう一点、先ほどの答弁

で確認をしたいんですけれども、目的として国保税

が上昇したときに、その補填をするということなん

ですけれども、県がコントロールするんですけれど

も、市単独で保険税を補填して、湖西市の市民の負

担を単独で市がコントロールするということは可能

になるということですか。どうでしょう。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 特に財源を不足の中

でということで、今後広域化が進みますと、県のほ

うで療養費を試算して、市のほうで保険税で支払う

ということになります。 

 その中で不足が生じた場合には、すぐに税率を上

げるということではなく、現在国保税で賄ってきた

現在の基金を利用して、なるべく税率を上げないよ

うな調整ができるというふうに考えて、市単独でも

つという理由でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） ちょっと私の聞き方が誤った

と思うんですけども、保険税の税率、税額が、各自

治体、湖西市ですとか、浜松さんだとか、各自治体

で改めて設定ができるということでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 
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○市民経済部長（長田尚史） 県のほうで療養費等

の試算はするわけですけど、税率については各市で

負担割を確認して調整するということができるよう

になっております。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 仕組みがよく理解できました。

ありがとうございました。以上で終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続いて７番 渡辺 貢君の発言を許します。７番 

渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） 同じく議案28号についてお尋

ねをいたします。 

 今お話がありましたように、これまでの特別な事

情により保険給付の支払いに不足が生じることに備

えて、年間給付費の５％を限度に、５％程度を基金

として備えるというふうに規定がなっていたと思い

ますけれども、今後は療養給付費は県の支出金で賄

われるということで、その分は市が対応しなくても

いいということになりますので、備えの内容はかな

り限定的になるというふうに思います。限定的にな

るというのは、保険料余り上げなくてもいいように

ということだと思いますけれども。本来、保険料と

いうのは、当該年度の分を年度年度によって保険者、

被保険者も変わってきますので、本来は当該年度で

収支を合わせるというのが基本だと思いますけれど

も、貯金があればその分後年度助かるということに

なりますので、そういうことなのかなと思いますけ

れども、今までは５％という数字が掲げてありまし

たけれども、今後どのくらいの額を目安に貯金、た

めておけばいいのかという、その辺はどうなのかな

と思いまして、どの程度とするのが妥当なのかとい

うことについてお尋ねをしたいと思います。お願い

します。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） お答えさせていただ

きます。 

 基金の保有額の目標となる目安、具体的な金額は

設けておりませんが、広域化される平成30年度以降

には、基金の積み立てを行うための財源が、今の時

点では保険税の歳入超過分、収納率が伸びた場合、

また基金の利子程度しか財源として見込めないもの

ですから、これから大きな積み立てはできないとい

うふうに予測しております。 

 税率の上昇を抑えるためとして、先ほど申しまし

たように財源として少しでも現時点で基金に多く積

み立てておきたいと考えておるところでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 説明は理解をいたしました。

終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 続いて８番 吉田建二君の発言を許します。８番 

吉田建二君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） ８番 吉田建二です。通告に

従って質疑をさせていただきます。 

 今回、従前の条例を廃止して、いわゆる新たな条

例を設置するということも考えられますけども、現

行条例の一部改正とされた経過の説明をお願いいた

します。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。登壇してお願

いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） お答えいたします。 

 国民健康保険の広域化により、療養の給付費等は

県の支出金で今後賄われ、不足が生じた場合にも県

が県の基金のほうで対応することになります。 

 これに伴い、湖西市の国民健康保険給付等支払準

備基金の設置目的等を変更しようとするものでござ

います。もともとの市の国民健康保険事業を健全に

運営するためという大きな目的は変わっておりませ

ん。 

 また、財源につきましても今までどおり国保の特

別会計の中から積み立てるものであるため、現行の

基金をそのまま継続活用していくこととしまして、

現行条例の一部改正としたものでございます。以上
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です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 目的が大きくは変わらないか

ら、現行条例の改正でとこういうようなことで説明

をいただきました。 

 私は、今までの現行条例が準備基金の積み立てで

あるとこういうようなこと、それで不足が生じたと

きの云々ということ、今回は事業の運営の安定に寄

与させるためということで、目的の重なる部分はも

ちろんありますけども、そこが少し変わってきたの

かなと。いわば今回は一般会計でいうならば、財政

調整基金的な役割を担っていくのかなと。こういう

ようなことから、従前とは大きく変わるというか、

廃止して、そして新たに設置すると、こういうこと

のほうがすっきりするのかなと、こう思って質疑さ

せていただいたわけですけども、その点については

了解いたします。 

 では一般会計の財政調整基金的な性格であるとい

うように私は理解してますけど、それでよろしいで

しょうか。その点まず一点確認させてください。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 今までの支払基金に

つきましては、実際に医療費を払ったときに不足が

生じた場合、補填するということの目的でした。こ

れからは、先に税率のほうを決めさせていただいて、

それを基金で先に補填をすることで税率を上げない

という、予備的な基金でございますので、ある意味

でいえば財政調整基金的な目的であるといってもよ

ろしいかと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 了解いたしました。ありがと

うございます。 

○議長（二橋益良） 以上で、８番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対する

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第28号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第28号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第７ 議案第29号 湖西

市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、８番 吉田建二君の発言を許します。８番 

吉田建二君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） 質疑をさせていただきます。 

 改正に当たり、他市を参考にされたと説明がござ

いました。他市の何を参考にされたのでしょうか。

金額なのか、考え方なのか、それとも何か別の事柄

なのか、そこら辺についてお伺いしたいことと、他

市は何を基準に制定されていたのか、そこら辺につ

いての答弁をお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁をお願いします。健康福

祉部長。登壇してお願いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 指定居宅介護支援事業者の指定申請については、

従来から県及び政令市である浜松市は手数料を徴収

しておりました。今回、県にかわり市が指定を行う

に当たりまして、磐田市、袋井市、掛川市と協議を

いたしました結果、各市とも県及び浜松市と金額を

同額とすることで決定をしたというものでございま

す。 

 それから、指定地域密着型サービス事業者等の指
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定申請につきましては、浜松市は、こちらも従来か

ら手数料を徴収しておりますが、湖西市、それから

磐田市、袋井市、掛川市は徴収をしておりませんで

した。そこで、指定居宅介護支援事業者の指定申請

にあわせまして手数料を徴収することで足並みをそ

ろえることといたしまして、基本的には浜松市の単

価と同額としたものであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 近隣他市と協議をされ、そし

て検討された中で制定されてということで答弁いた

だきました。了解いたしました。ありがとうござい

ました。 

○議長（二橋益良） 以上で、８番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第29号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手多数であります。したが

って議案第29号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第８ 議案第30号 湖西

市新居地域センター条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに17番 神谷里枝さ

んの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝でございます。

通告書に従いまして質問させていただきます。 

 議案書46ページ、参考資料42ページになります。 

 まず、料金設定はどのように決定されたのか、お

伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。登壇してお願い

します。 

  〔新居支所長 長田尚史登壇〕 

○新居支所長（長田尚史） お答えいたします。 

 受益者負担の原則に基づきまして市の統一的な考

えとして定められました、公の施設に関する使用料

の設定基準により、施設整備や施設の管理運営の経

費は施設利用者に負担してもらうという考えに基づ

いた算定方法により計算したものでございます。以

上です。 

○議長（二橋益良） 17番 神谷里枝さん、いかが

ですか。 

○17番（神谷里枝） その点はわかりました。では

２番目に移ります。 

 ８条２項の「市長は、公益上特に必要があるとき

は、前項の負担額を免除することができる」とあり

ますが、特に必要があるときとはどういうときです

か。お伺いします。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 舞台技術員の負担を免

除する場合として認めた項目でございまして、１番

目としては市が主催する場合の事業、また２番目に

つきましては市内の自治会連合会、文化協会、婦人

会等の団体の本部が市の施策に合った事業活動を実

施する場合。また最後３番目になりますが、市内の

学校、幼稚園、保育園が教育や保育の目的で使用す

る場合が、市長が特に認めた場合として考えられる

項目でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、以前と変わっ

たところはないという解釈をしていてよろしいです

か。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 実際には、先ほど申し
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ましたように、市の施策に合った事業について実施

する場合には、特に変更はございません。ただ、減

免規定につきましては、各団体に基づき利用が定め

られていますので、その辺が変更する内容になって

ございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 市の施策に合った事業を展開

すれば免除する場合があるよということですと、多

分利用しようとすると、まず自分たちが、団体が所

属している担当課に行って、こういう事業をやりた

いですとか相談が来ますよね。そうすると、そこで

これは市の施策に合った事業だからという判断をし

てくれるのか、上のほうまで上がっていってそこで、

時間を要しますけども、そこで判断されるんでしょ

うか。その辺がちょっとよく理解がしづらいかなと

思うんですけども。判断基準がですね。市の施策に

合った事業というのが。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 実際にはやはり市の委

託の事業であるとか、主催して一緒に団体がやる事

業であるとかが項目に入ってくると思いますが、そ

れぞれの事業の中で減免を検討するという場合には、

上のほうへ決裁をとりながら進めて、減免の項目に

なるかどうかを検討していくということになるかと

思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。では次に移り

ます。 

 ３番目。備考のところに、「入場料もしくはこれ

に類するものを徴収する場合」とありますが、例え

ば市民団体がイベントを企画し、少額、数百円、

500円以下のような金額を徴収したとしても、こう

いったものに該当するんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 基本的には入場料の大

きい少ないで判断がなかなかできるものではござい

ませんので、たとえ少ない額であっても、入場料を

集める場合には基本的には10割相当額を加算する規

定に該当するということになるかと思います。以上

です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今の御答弁を伺いまして、大

分ちょっと手厳しいかなという感じもいたしました。

以前、自分たちが開催した事業ですが、出演者の方

がそういった例えば福祉的な催し物をやる場合だっ

たら、とても出演料、本来ですとすごい高額、日本

でも有名な方をお呼びして、障害者団体等で一緒に

開催した事業なんかは、出演者の方がその方が、い

いからといってすごくごく少量の入場料で開催した

経緯もあるんですが、今後はそういった場合でも徴

収していくという解釈で進めていくということです

ね。あくまでも。いま一度、済みません。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 基本的には先ほど言っ

たように有料の場合はということで規定をさせてい

ただきましたが、その辺の例えば事業によってそう

いうものがあるという場合には、市の中で統一見解

をもって対応させていただくということで考えをし

ていきたいと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ただいまの後の答弁のほうに

期待をもちまして、次の質問に移らせていただきま

す。 

 ４番目です。今回の料金設定の中に、冷暖房施設

を使用した場合はどのように検討されているのか、

お伺いします。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 現在はホールと視聴覚

室が冷暖房を使う場合には、使用料の２割増しとい

うことでいただいておりますが、その算定根拠はな

かなか明確ではございませんでした。 

 しかし、今回の使用料の設定基準において、市の

統一的な考え方として、使用料の算出のもととなる

原価の中に冷暖房費の電気料も含むということで明

確化されましたことから、冷暖房施設の使用の有無

により使用料が変わるということはありません。以

上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、例えばアメニ

ティとかなんかは冷暖房使うと１時間とかたしか



８７ 

6,000円とか何か要ったような気がするんですけど

も、今後はそういった使用料の中に含まれているの

で、冷暖房施設を使っても使わなくても、金額的に

は変わらない。そういうことですか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 現在の地域センターの

中での状況ですが、基本的に公の施設に関する設定

基準の中では、電気料も含めて使用料を算定すると

いうことになってますので、ちょっとアメニティの

状況はちょっと私わからないんですが、地域センタ

ーのほうでは使用料は冷暖房を使用する使用しない

にかかわらず、料金は変わらないという設定になっ

ております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。私い

ろいろ資料見てたら、何か使用料の２割は冷暖房費

という記述があったような記憶があるんですが、そ

うしますと何か私の解釈が間違ってるということで

すね。使用料に含まれているということは、この２

割相当、２割をもらうという表現が、どこにあった

か記憶ないんですが、あったんですけども。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 今までの地域センター

のホール、視聴覚室については、使用料の２割を冷

暖房使ったときにはいただくということで設定がし

てございましたが、これから４月以降については使

用料は冷暖房によって変化はしないという状況でご

ざいます。以上です。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 済みません。４月１日

は条例の施行日ですので、実際には10月から料金は

一定になるということで御理解いただけたらと思い

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、トータル的に

考えた場合、使用料の改正を行っても、申しわけな

い言い方ですが、さほど収益が上がってくるとか、

そういったことはないという解釈になってよろしい

んですか。それこそごくわずかだと思うんですけど

も、利用料、使用料等で少しでも財源の確保に努め

ていきたいということで今回改正があったような気

がするんですけども、その辺の御答弁お願いいたし

ます。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 特に料金は部屋ごとに

上げさせていただいたりとか、もちろん下がってい

る場所もございます。その辺は他の施設と公平を保

って料金を課していくということで、その全体の中

では使用料、施設の先ほど言いましたように維持管

理に必要な経費も含めて使用料でいただいていくと

いう基本方針としては進めているという状況でござ

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） いま一度お伺いしますが、そ

うしますと、使用料が上がっている、上がってない

ところもあるけども、トータル的にはどのように捉

えてらっしゃいますか。地域センターのみで考えた

場合。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 地域センターのみで考

えた計算した結果が、今の使用料に出ているという

ことで、使用率とかその辺も含めまして維持経費の

経費としていただいていくという考えでおります。

以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） なかなかちょっとお答えをい

ただけないような気がいたしますので、これで終了

いたします。 

○議長（二橋益良） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて７番 渡辺 貢君の発言を許します。７番 

渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） それでは、ただいまの議案第

30号について、私もお尋ねをさせていただきます。 

 議案のこの新居地域センターに限らず、市民から

も以前から受益者負担の見直しについての意見が寄

せられておりまして、以前、私も別の件でこの見直

しについてお話を出させていただいたことはありま

したけども、そういう意味で今回のこの提案は必要
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なことと受けとめております。 

 今の議会では、ほかに幾つかの受益者負担の見直

しに関する条例改正案が提出されておりまして、こ

れで全部かなという、そういう思いも正直いたして

おりますが、全般的にお尋ねをするということにな

ると一般質問になってしまいますので、ここのとこ

ろはこの新居地域センターに限定してお尋ねをさせ

ていただきたいと思います。 

 公の施設に関する使用料の設定基準でございます

けれども、これを設けて随時見直しを行うというこ

とにつきましては、総務省のほうからの指導もあっ

て、既に実施をされてきている都市もあるというふ

うに受けとめておりますけれども、ただいまの神谷

議員と重複する内容になってしまうかもしれません

けども、本市ではこの基準をいつどのように設けた

のか、そしてその内容の主なポイントと、本条例の

改正点とのかかわりについて説明をお願いしたいと

思います。 

 あわせて、この使用料改定、いわば値上げでござ

いますけれども、先ほどちょっと最終的な答えがな

くて、私も聞きたかったんですが、使用料収入が前

年度よりふえてるのか、そのままほぼ同じなのかと

いうのは、ちょっと私も歳入のほう細かくチェック

しておりませんので、もしその点も含めてお尋ねし

たいんですが、通常は歳入はふえるという前提でこ

ういう改正を行うと思うんですけれども、それに合

わせてちょうどいい機会なものですから、利用者の

サービス向上について、あわせて検討されたかどう

かということをお尋ねしたいなと思います。 

 施設、ここに限らずアイデアボックスとか、それ

なりの対応はされてると思いますけれども、正直、

私どもが行って、職員の皆さんには言いにくいこと

も、私どもにはいろんな話が聞こえてきますので、

ささいなことですけども、そういう対応について少

しでもよくしていったらどうかなと思う観点から、

この値上げに合わせてサービス向上をどうしようか

という話がされたかどうか。もしされたとするなら

ば、どういう話をされたのかということをあわせて

お伺いしたいと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

  〔新居支所長 長田尚史登壇〕 

○新居支所長（長田尚史） お答えいたします。 

 設定基準はということですが、公共施設マネジメ

ント基本方針の運営の適正化の推進において、利用

料や減免制度の見直しを行うこととされ、各施設の

利用状況と料金の設定の調査を行いました。受益者

負担のあり方の視点から、全庁的に見直しを行った

ところです。施設の運営経費は税金と利用者の使用

料から賄われることを念頭に置き、今回改正しよう

とするものでございます。 

 改正に当たりましては、昨年、平成29年７月から

各施設所管課が集まりまして、公共施設マネジメン

ト推進室を中心に、利用制限の緩和と使用料の改定

を検討し、全庁的な算定基準として、平成30年１月、

ことし１月に公の施設に関する使用料の設定基準が

設けられたところでございます。 

 また、設定基準のポイントと条例のかかわりでご

ざいますが、施設の管理経費を利用しない方も含め

まして、間接的に税で負担していることを考慮しま

して、受益者負担の原則に基づき、施設の使用料の

算定方法が明確となったこと、また各施設ごとに定

めていた減免の規定や市外者の利用、また営利目的

の利用の割り増しの規定が統一されたことが挙げら

れます。 

 本条例の改正点のかかわりにつきましては、先ほ

ど申しました設定基準に基づいて使用料に反映し、

受益者負担の原則に基づいて、また新たに舞台技術

員の費用等の負担を求めることとしたことでござい

ます。 

 また、使用料改定に伴い利用者のサービス向上を

ということですが、適正な利用料の設定にしまして、

施設の維持管理をしっかり行い、今後も安全にまた

継続的な利用が可能になることが、利用者サービス

の向上にとって一番大きなものとしてつなげていく

ものでございます。 

 また、料金徴収で収入は上がるかということでご

ざいますが、新居地域センターにつきましては、ち

ょっと概算でございますが、年間で130万ほど収入

増になるというふうに聞いておりますので、また訂

正があれば後で確認しますが、使用料の増収にもつ
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ながっているということで御報告させていただきま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君、よろしいですか。 

○７番（渡辺 貢） 全体的な統一性だとか、平等

性を図ったということで、これは施設をつくるとき

にはそれぞれの時点でそれぞれの担当がつくって、

ちょっとばらばらなところが過去の経過からすると

あったのかなと。それが統一されたという点では評

価をしたいと思います。 

 それと、130万円ぐらい収入増になるよというこ

とで、これは当初からの多分使用料を応分の負担を

求めようという発想ですので、これはそれなりの金

額を得るということで財政にも寄与するというふう

に思いますが、さっき私がお話ししたので一点、答

弁いただかなかった部分があるんですが、実は、何

でこんなことを言ったのかというのは、この新居地

域センターだけではなくて、ほかの公共施設全般的

なことなんですが、特にこのごろ、ちょっと余分な

ことになって申しわけないですけども、職員の再任

用ですか、再任用を図る意味で適する適材適所とい

うか、そういう点で施設の管理をお任せするという、

その場合が結構あると思うんですね。そういうこと

で職員がここ数年ですが、頻繁に交代すると。人事

の都合ですね。という事情もあって、施設、なれて

ると利用者との、非常に利用者に対する細かい配慮

が経験上できるんですが、担当かわると、引き継ぎ

は当然やるんですが、なかなか細かい配慮に至らな

いということで、そういうお小言というか、をいた

だくということが私の場合ありまして、そういう点

も含めて、今回こういうサービスを料金改定に合わ

せてサービスの見直しも心したほうがいいんではな

いかなということでお尋ねしたんですが、そういう

検討をしたかどうかということだけちょっとお答え

をいただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 実際に施設の利用のサ

ービスをということですが、実際には人事異動もあ

りますので、再任用をとかそういうことはこちらの

ほうでは言わないんですけど、施設利用に当たって

は利用者の対応、サービスについて、料金改定があ

るからこれからしっかりやっていきましょうよとい

うことで、地域センターのほうでもしっかり確認し

た上で今回の条例制定につながってるということで

御理解いただければと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございます。今の

件は、料金改定に限らず、いつでもやらなくはいか

んということですので、接遇の問題、それから引き

継ぎの問題ですね、ぜひ丁寧にやっていただきたい

と思います。終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 続いて12番 豊田一仁君の発言を許します。12番 

豊田一仁君。 

  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田です。少し教えて

いただきたいことを発言させていただきます。 

 まず最初に、この制度改正の趣旨そのものは十分

理解し得ますし、私も利用の向上、利便性の向上と

いう意味から、過去何度かお話をさせてきていただ

いた経緯をもってます。ただ拝見させていただいて、

ちょっと私の読解力が不足しておるんであれば御指

摘いただきたいですし、お願いしたいと思います。 

 まず最初に、これ、条例読んでいきますと、市民

以外の方が入場料等を徴収または商業目的で利用す

る場合、こういった場合の使用料はどのような計算

になるのか教えてください。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。登壇してお願い

します。 

  〔新居支所長 長田尚史登壇〕 

○新居支所長（長田尚史） お答えいたします。 

 別表第１の備考第２でございますが、市民以外の

者が利用する場合で、同じく備考第１で商業目的等

で利用する場合の加算の規定でありますので、議員

がお尋ねの場合は、両方の加算規定に該当するとい

うことになりますので、まず市民以外の方で10割、

商業目的で10割加算ということになりますので、使

用料は基本使用料の３倍に相当する額ということで

計算するようになります。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 
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○12番（豊田一仁） 私にはそういうふうに読み取

れなかったんですけどね。 

 算定割合そのものは、まさにそうあるべきだろう

と思っておりました。しかし、この今部長おっしゃ

った備考の１ないし備考の２、これ、個々の文章で

個々に表現されてますので、あくまで１の場合にお

いて10割、２の場合において10割、１と２が合わさ

った場合の規定にはなり得ないという判読の仕方を

したんですけども、これ、私の理解不足でしょうか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 備考第１に当たる場合

で10割、また備考第２で当たる場合で10割というこ

とで、両方加えるという足し算になりますので、10

割を足して、また２項のほうに該当すればまた10割

を足すということで、３倍をいただくということで

御理解いただければと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 御理解をいただければとおっ

しゃる、その御理解、私としてはそのように読み取

れなかったものですから、ここの表現が妥当性を欠

くんではないかなということを一つ感じております。 

 次に２番の質問に移ります。 

 別表２に示されている、いわゆる技術員の派遣費

用の負担割合、余りにちょっと低過ぎないかなとい

う印象をもちました。まず、技術員の派遣が必要な

場合、一人分は市が持ちますよということが前提で

すね。これは当然設備機器の安全な維持管理、使用

に関して責任者を市が出すということは当然あり得

るだろうと思います。しかし、それ以外の派遣する

人間の３割を相手に負担させるのみというのは、余

りにも相手に対する利便性を図り過ぎてるんではな

いか。市が過剰負担をしてるんではないかという印

象を持ちました。同様に、別表２の中段に表示して

あります割合も、余りにも低過ぎるんではないかな

と。この辺、どうお考えでしょうか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 本来、舞台技術員の費

用は、利用者に全額負担をしていただくところでは

ございますが、今回の改正でホール自体の使用料が

上がることと、今まで負担をいただいていなかった

ことから、御理解と急激な負担の増加を考慮するた

めに、市民の皆様が利用する場合には１割負担とい

たしました。 

 また、市外者や営利目的の利用の場合は、加算割

合に合わせてその場合の２倍、３倍ということで考

慮して規定したものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 利用者に配慮するというのは、

ある部分必要かもしれません。しかし、市民の皆さ

んからいただいた税金をもって運用されてる施設に

おいて、商業目的で利用するのに対して、余りに低

い負担比率ではないだろうかということが指摘され

るんではないでしょうか。ないし、いかに市民だと

はいえ、１割の負担で済ませるというのは、逆に使

ってない人からしたら、えらい不公平な印象を持つ

ことになるんではないかと思います。これは済みま

せん、私の感想なもんですから、今の御説明は了解

いたしました。 

 ここのところの別表２のところの使用者の区分、

３項目に分けて記載してございます。この文章がそ

のまま市民の皆さんの手元に行って、これから判読

してくれということはないと思います。恐らくこれ

を言いかえた利用規定のようなものがつくられて、

市民の皆さんの手元に行くと思うんですけども、こ

この文章が余りにも法律用語なんだといえばそれま

でなのかもしれませんけど、わかりづらい文章が書

いてきたなというのが一読させていただいた印象な

んですけど、これはどうなんでしょう。その辺、訂

正する可能性、予定はございませんでしょうか。 

○議長（二橋益良） ちょっと確認します。今３番

のほうの質問ですね。 

○12番（豊田一仁） そうです。３番です。 

○議長（二橋益良） それでは整理して答弁お願い

します。新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 議員がおっしゃいます

ように、どうしても法律の表現として言い回しであ

りまして、読み解くのに少し苦労することではござ

いますが、例規の担当とともに審査をして議案を上

程していますことから、今回の条例改正するときに

は、この文言で出させていただきました。 
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 また、やはり一般の方が御利用されるときには、

表示、ホームページ等で利用施設の案内には、一目

でわかるような表現で今後掲載してまいりたいと考

えています。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） ちょっと済みません、さかの

ぼって確認させてください。 

 １番のところでお聞きした、別表１の備考１及び

２、この辺のところというのは、訂正ないし変更さ

れていくお考えというのはございませんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 現在はこの条例改正案

で出していただきたいと存じてます。また、利用の

過程でわかりにくい等があれば、今後の利用の中で

改正するということでも検討してまいりたいと思っ

ております。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 私のほうの通告した質問に関

しましては、以上で終わらせてもらいます。 

 議長、先ほど先輩議員の質問に対する答弁の中で

ちょっと確認させていただきたいことがあるんです

けども、続けて質問してよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 関連として許可します。 

○12番（豊田一仁） 冒頭質問された先輩議員に対

する答弁の中で、２番目の質問、８条２項の市長は

公益上云々というところの説明の中に、市の施策に

合致するものと、それから市内の団体本部という表

現があったかと思いますけど、これはどういったも

のを意味するのか、ちょっと説明いただけますでし

ょうか。 

○議長（二橋益良） 暫時休憩といたします。 

午後２時00分 休憩 

───────────────── 

午後２時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて再開い

たします。 

 答弁お願いします。新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 先ほどの使用料の設定

基準の中ではございますが、自治会連合会、ＰＴＡ

連合会、子供会連合会等の連合の本部が直接利用す

る場合ということで想定してございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 自治会連合会が今連合の本部

だとおっしゃいましたけども、下部組織というのは

何になるんですか。これ、自治会連合会というのは

単独の組織だというふうに私認識してましたけども。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君、ここでちょっと

休憩をとりたいと思いますけど、よろしいですか。 

 暫時休憩といたします。それでは再開を、ちょっ

と時間をおきまして２時15分といたします。 

午後２時01分 休憩 

───────────────── 

午後２時15分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて会議を

再開いたします。 

 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 改めて質問し直しさせてくだ

さい。どうも日本語が済みません、危ういものです

から。 

 先ほどの質問の中で、先輩議員がいたしました最

初の質問です。この２番目の８条２項の「市長は、

公益上特に必要があるときは、前項の負担額を免除

することができる」とあるが、特に必要があるとき

はどういうときかという質問に対して、理事のほう

からは市内の団体本部というような回答があったか

と思います。ちょっとこのところが私理解し切れな

いもんですから、改めて御説明をいただきたいなと

思います。 

○議長（二橋益良） それでは答弁お願いします。

新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 先ほどの答弁で、団体、

連合会等がやる場合は全て無料だよというちょっと

誤解を招いたような発言があったかもしれませんが、

連合会のほうの団体がやはり先ほど申しましたよう

に使用目的によって市の施策に合った事業展開をす

る場合には減免の余地があるよということで、使用

によっては有料の場合もあり得るということで御理

解いただければと存じます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） わかりました。そうしますと、
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対象となる言葉は団体ではなくて、その団体の使用

目的にあるという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） そのような理解をいた

だければ結構かと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） そういった表現というのは、

ちょっとここの条文の中からは読み取れないんです

けども。例えば施行規則であるとか、管理規定であ

るとかといったものの中に記載されるということで

しょうか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） どういう場合に減免が

きくとかいう場合には、施行規則、内規等のほうで

表示ができるように準備をしているところでござい

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 以上で私の質問は終わらせて

もらいます。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、12番 豊田一仁君の

質疑を終わります。 

 続きまして16番 中村博行君の発言を許します。

16番 中村博行君。 

  〔16番 中村博行登壇〕 

○16番（中村博行） 通告に従って質問させてもら

います。 

 考え方としては、新しい基準に沿って料金表を変

えていくという内容は理解できましたけどが、それ

と１番のこれにより増加額はどのくらいになるかと

いう話も、130万ということでわかりました。 

 ２番の質問なんですが、今まで文化協会の所属団

体は減免制度があったということなんですが、この

減免制度というのはどんなふうになるのかお聞かせ

ください。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。登壇してお願い

します。 

  〔新居支所長 長田尚史登壇〕 

○新居支所長（長田尚史） お答えいたします。 

 今まで地域センターのほうでは、文化協会所属の

団体が利用する場合には施行規則の減免規定に基づ

き70％減額を適用しておりました。今までの規定ど

おりなので、適正な運用であると考えたところでご

ざいます。 

 今後は、やはり先ほども申しましたように、団体

の利用の目的に基づき、減免を出すということで決

まってますので、利用目的で市の施策に合っていれ

ば50％とかそういう減額の規定を適用する場合もあ

るということで御理解いただければ結構かと思いま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君、どうですか。 

○16番（中村博行） 今の内容だと、料金の減免の

割合が変わるよということ、５割に変わるというこ

とで確認したいんですが、５割に変わるということ

でいいですか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 利用目的によって、５

割の減免ができるという規定がございますので、そ

ういうふうに考えておるところでございます。以上

です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） そうすると、利用目的が今度

問題になるわけなんですが、その利用目的というの

は先ほど言われたように何か規則とかそういうので

規定されるという形になるわけですか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） その辺のところを規則

等で皆様に周知するよう準備しているところでござ

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） そうすると、その規定をまだ

決めてないという形の話ですか。どんな形がどんな

ふうになるかという細かいとこまで決めてないけど

が、基本的には市の施策に沿ったものについてはで

きるよという内容なもんですから、その施策はどん

なものがということがわからないと、幾らだという

規定が考えられないわけですね。その辺はそうする

と、決めておいて通ればいろいろつけ加えていくこ

ともできるし、決まったものからこういうときはこ

うだよという話でなくて、これからその内容が通れ

ばいろいろ何割だというものをその中に入れるとい
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う考え方ですか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） その辺の利用目的、団

体等の内容がわかるように、庁舎内で統一見解を出

せるような形で調整いたしまして、４月１日には皆

さんに広報ができるという形で調整しているところ

でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） そうすると、まだこのものは

不完全だというふうに判断したいんですがね。そう

でないと、まだこれ内容わからんのに、料金だけは

こういう方向だよ、内容については後で決めるよと

いうような形で、これだと議会が言ったからいろい

ろこうなったよというふうな形にはならんですかね。

執行側がこういうふうに考えた、こういう内容で議

会が承認したというならわかりますけどが、議会が

承認してからいろいろな内容を決めていくよでは、

ちょっと条例としてその変更に不十分なところがあ

るんではないかと私は思いますが、その辺はどうで

すか。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 基本的な減免の方針の

ほうは、先ほどの使用料の設定基準のほうであらわ

しておりますので、具体的にこんな利用でというこ

とで皆さんが使いやすいような広報ができるように、

今４月１日には公表したいということでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 中村博行君。 

○16番（中村博行） これ以上言っても水かけ論に

なるのでやめますが、何かそういうふうに正確にい

ろいろ決めてから出してくれるのが本来じゃないか

と私は思いますので、それだけ一言だけ言わせても

らいます。終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、16番 中村博行君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対する

質疑のある方はございませんか。６番 佐原佳美さ

ん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） 今の議案30号ですが、お聞き

していてちょっと疑問な点とかをお聞きします。 

 これから明記して、４月１日に広報できるように

減免する団体等もあらわしていくというお話ですけ

れども、一般的に動物園とか美術館とかいろんなと

ころに障害者団体とかという表記とか、入場料とか

あるように、利用料ですけども、この場合は。障害

者団体の開催する行事に使うものというものはどう

なのかということと、まずそれは今後検討していた

だけるのか、今までお聞きした中に入ってなかった

んですけど、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。登壇してお願い

します。 

  〔新居支所長 長田尚史登壇〕 

○新居支所長（長田尚史） お答えいたします。 

 減免に関してでございますが、障害者の場合です

が、構成員の過半数を障害者が占める団体が使用す

る場合、または障害者が個人で使用する場合には、

50％を減免していこうという状況でございます。以

上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 先ほどの大方のまとまったの

は、使用目的により規則等で減免する団体、団体で

はない、減免する利用者を周知していきます。それ

は４月１日までに決めていきますということでした

が、今の段階で障害者に関しても構成員の半数以上

が含まれてたり、個人でも50％オフということは、

もうそれは決まってるということでよろしいですか。

繰り返して済みません。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 障害者の皆様が社会参

加の促進を図るためということで、減免の適用をす

るということでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 社会参加の機会を多くすると

いう意味で、それも含まれているということで承知

いたしました。 

 あと、現場の声といたしまして具体的に言われた

のは、おぼとの貸し館業務の仕方なんですけれども、

借りようと思うと、もう行政側がいろいろな日程、

行事を組んで、もう使えないと。今回の料金改定に
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合わせて、今まで使えなかった団体も使えるように

していきますよというのが幾つかの会場で示されま

したけれども、そしてさらに言われたのが、仕方な

い、その欲しい会場が埋まっていたけれども、では

大きい研修室はだめだけれども、小さい会議室で甘

んじていたら、当日行ってみたら、何かの変更があ

って、キャンセルがあって大会場が使えたのに、小

さいところで自分たちは使ったと。そういう案内と

か、先ほどの渡辺議員のおっしゃった料金を上げる

以上のサービスの向上という意味では、今後そうい

うような配慮をしていただけるような、それもひと

手間かもわかりませんけれども、管理上の易しい運

用をしていただけるものか、いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） ちょっと休憩をとります。 

午後２時30分 休憩 

───────────────── 

午後２時30分 再開 

○議長（二橋益良） それでは会議を再開して、佐

原佳美さんの質疑から進めさせていただきます。 

○６番（佐原佳美） 済みません、訂正をさせてい

ただきます。 

 先ほど、具体例としておぼとはというお話をしま

したが、新居地域センターの貸し館のことでござい

ます。いろんなところで起こり得る、サービスの向

上というものをしていただきたいと思いますので、

その辺をお伝えして終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（二橋益良） ６番 佐原佳美さんの質疑を

終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝です。 

 ただいまの答弁の中で、障害者団体等が社会参加

のために地域センターをお借りしていくときには、

50％減免しますよというお答えがあったかと思いま

すが、そういった団体で、例えば先ほども私少し申

し上げましたけども、出演者の方、有名な出演者の

方をお呼びして、たとえ少額でも入場料をとったら

それは全額いただきますよという御答弁だったよう

に思うんですけども、そこら辺の解釈、ちょっとわ

かるようにお願いできますか。それともまだそんな

細部までは決めていないという解釈をしたほうがい

いんでしょうか。先ほどから施行規則等は４月１日

に公表しますということなんですけども、やはり市

民に直結していく利用料、使用料ですので、ある程

度私たちも賛成するにしろ、もう少し詳細が見える

と大変ありがたいなと思っているんですけども。ま

ず最初のその障害者団体50％減免云々について、お

答えをお願いします。 

○議長（二橋益良） 新居支所長。 

○新居支所長（長田尚史） 基本的には減免対象の

決定は各所管課の決裁としますが、総務課長の合い

議を受けまして、必要により減免対象を決めていく

という形になっておりますので、そちらのほうの使

用目的に従って、減免の対象になるかならないかと

いうことで決定していくという形になるかと思いま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、少額な利用料

をとっても減免になる場合があるという解釈でよろ

しいんですか。 

○議長（二橋益良） それでは答弁お願いします。

企画部長。 

○企画部長（松本裕行） ただいまの質疑において

は地域センターの質疑でございますが、先ほど来か

ら全庁的な公共施設に関する使用料の設定基準、こ

れを公共施設マネジメント、企画部のほうで主導的

に皆さんの先ほどから説明がありましたように、決

定をこの１月にいたしました。そして今回の条例改

正に至っております。 

 条例が通りましてというのは、先ほど４月１日に

それが定められまして、10月から運用する。それま

でに今準備を進めている最中でございます。なので

先ほど来からの質問で、ばっちり整っていなければ

どうかというところについては、ただいま関係部署

で調整をして、この議会の会期中でございますが、

担当者にその全体的な目合わせというですか、設定

基準を研修会を開きまして、今後の要綱とかその辺

の習いの勉強会をしましょうという運びになってお
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ります。 

 現在、担当課ではその内容について、ただいまの

ような障害者の部分だったり、例えば料理教室で原

価をしたもの、収益が上がらないものについては、

これは営業とはとらないよとか、その辺のバランス

とか、ただいまの議員の御指摘のような収益の上が

らない、営業ではない、その辺の判断、その流れを

今市民経済部長のほうから、減免の基本的な姿勢に

ついては先ほど来から説明している方法でございま

すが、個々案件については、決裁の中でいろいろな

案件が出てくると思いますので、その中で判断して

いくという手法については今お示しをしましたので、

今後そのいろいろなケースが出てきますので、その

辺ができるだけ平らな中で運用を開始していく。改

正する中でその減免については見直しをしていく。 

 そもそも、冒頭説明がありましたように、本来で

あれば減免については、基本はしないスタンスの中

で、その中でいろいろな場合とか、それは説明して

いますように使用する方、使用しない方、使用でき

る方とそもそも使用しない方とかいろいろございま

すので、受益者の負担というところを控えて、税金

でそれを半分以上とか補填をする。その辺を見据え

た中で、まず減免をしないんだと。ですが、市のほ

うの行政のお願いですとか、依頼ですとか、その施

策の団体の目的を市が支援をするとか、いろいろな

場合場合がございますので、その中で見直しについ

ては今後だんだん積み重ねていくことによって、今

までがこの団体はイコール減免という捉えになって

た部分もございます。その辺も含めまして今回の改

正に至ってるということで、これから固めていく最

中というところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん、いかがですか。 

○17番（神谷里枝） 御答弁ありがとうございます。

今、固めている最中というお答えがあったんですけ

ども、固めている最中の中で議案上程を受けまして、

きょう、採決に臨まなくてはいけないというのは、

少し苦しいかなという感想を持ちましたけども。こ

れ、途中でも、今詰めている内容を本会議場でなく

ても全協でも何でもいいんですけども、情報提供を

受けるわけにはいかないんですね。もうきょうやっ

てしまいますので、ちょっと無理。きょうは無理と

いうことは承知してますけども。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（松本裕行） 設定基準については、時

間の関係でまだウエブサイトとかこういったもの、

まだ掲示をしてございませんが、もういますぐにで

も出すような準備を整えております。この中に減免

をする場合とか、その度合い、重要性とか方向性、

それがこの中に定められております。これに基づき

まして進めているということで、そういう意味で固

まっていないということ。個別の要綱とか規則につ

いてはこれから各部署で決めていく。そのベースは

でき上がっておりますので、全く何もできていない

わけではなくて、これに基づいて今までの要綱だっ

たり、その施設の規則だったり、その辺をこの基準

に合わせて整合性を見直していくという作業が今後

入ってくるときに、３月16日に全庁的に目ならしを

しながらこれを進めていきましょうという研修会も

進めながら、そういう意味で、固まっていないとい

うちょっと不適切な表現でございましたが、方向性

としては何ら変わるものではないというふうに理解

をしているところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 状況はよくわかりましたけど、

例えばそういった資料、参考資料として添付、あく

までも参考として私たちが議案審査に臨むに当たっ

ての参考になるような資料がいただければ、もう少

しすっきりしたかなという気もしないではありませ

んけども、とりあえず状況はわかりました。ありが

とうございます。 

○議長（二橋益良） 17番 神谷里枝さんの質疑を

終わります。 

 ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員
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会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。

11番 荻野利明君。 

  〔11番 荻野利明登壇〕 

○11番（荻野利明） 11番 荻野利明。議案第30号 

湖西市新居地域センター条例の一部を改正する条例

制定について、反対討論を行います。 

 今回の改正は、公の施設に関する使用料の設定基

準に基づき、使用料を改定するというものですが、

結局、市の財政が厳しいから引き上げるというもの

です。しかし、市の財政が厳しくなったことは、市

民には責任のないものです。 

 また、こうした値上げの理由として使われるのが、

受益者負担という言葉です。しかし、受益を狭く捉

える必要はありません。例えば、商店街の皆さんが

地域の活性化について公の施設を使って話し合いを

することは、そこに参加した人だけの税金にとどま

りません。地域の活性化に寄与することになります

し、このことは湖西市にとっても有益なことになる

わけです。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。12番 豊

田一仁君。 

  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田です。議案第30号

に関しまして、反対の討論をさせていただきます。

ただ、前段に行われました反対討論とは真逆の立場

になろうかと思いますけども、反対に変わりはない

です。 

 私が懸念しますのは、条例改正の趣旨は理解でき

ます。受益者負担という言葉は当然容認しなくては

いけないし、お願いしていかなくてはいけないこと

だと思います。しかし、この条例に関して言えば、

非常に曖昧であると同時に、本来受益者負担をして

もらわなければならないところにそれが規定されて

いない。 

 この２点をもって、私はこの条例に対して反対せ

ざるを得ない。それは先ほど質疑の中で言わせてい

ただきました、別表第１のところに規定されました

備考の表記の仕方、そして別表第２のところにあら

わされました利用者の負担額の比率の問題、この２

点は非常に先ほどの説明では、私としては理解し切

れませんでした。ぜひ改めて検討していただいて、

納得した上で改めて見直していきたいなと思ってお

ります。 

 今回のこの案件に関しては反対ということを表明

させていただきます。以上です。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 先ほど、申しおくれますが、11番 荻野利明君に

関しましては討論発言通告書が提出されております。

報告いたします。 

 ほかに討論のある方はございませんか。16番 中

村博行君。 

  〔16番 中村博行登壇〕 

○16番（中村博行） 16番 中村博行です。議案第

30号 新居地域センター条例の一部を改正する条例

制定について、反対の立場で討論を行います。 

 この改正は、文化活動の停滞につながることが予

想されますこと、また出された条例がまだ確定して

ないこと、その２点を挙げ、そのほかにも自分が気

がついたことを言えば、公平性の観点でいろいろ言

われてますが、先ほど来、個人的にはほかの事業に

12億円も出して、それを何も手を打ちなしにしてい

る事業があるということだけ指摘して、私の反対討

論としたいと思います。終わります。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。７番 渡

辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） ７番 渡辺 貢であります。

私は賛成の討論をさせていただきます。どうも雰囲

気が心配になりまして、慌てて手を挙げさせていた

だきました。 

 今回は、全体的に使用料を見直そうということで

提案された内容でありますので、一括的に進めたら

どうかなというのが私の考えであります。 
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 それぞれ反対の理由、お伺いしましたけれども、

受益者負担の原則から見直しは必要だと、もともと

私は思っておりまして、そういう点では意見が異な

るという点はありますし、詳細がまだ明らかになっ

てないという点については早急に決めていただくと。

ただ、さまざまなケースがありますので、それに対

応した考えを整理するというのは、今は時間がある

程度またかかるかと思いますが、基本的なものはあ

る程度本当は示してほしかったなという点はありま

す。 

 もう一点、豊田議員の御発言については、そうい

う考えもあろうかと思いますけども、備考のところ

の解釈は、それぞれ一つずつ10割10割ということで、

足し算だということで、そういう解釈もできないこ

ともないなというのが私の思いでありますし、それ

ともう一点、もう少し負担をしてもらうべきではな

いかと、費用のかかる部分についてはもっとちゃん

ともらったらどうかという御提案ですが、これは過

渡的な意味も多分あると思いますので、一気にとい

うんでなくて、段階的にという、そういう考え方も

あろうかと思いますので、そういう意味で今回はこ

の条例を認めていくということについて、私は賛成

をしたいということで発言をさせていただきます。

終わります。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第30号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手多数であります。したが

って議案第30号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第９ 議案第31号 湖西

市立図書館条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、12番 豊田一仁君の発言を許します。豊田

一仁君。 

  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田です。引き続き、

質疑をお願いしたいと思います。 

 議案第31号、この条例改正に伴う施行規則はでき

ているかどうか、お願いいたします。 

○議長（二橋益良） 教育次長。登壇してお願いし

ます。 

  〔教育次長 落合 進登壇〕 

○教育次長（落合 進） 豊田議員にお答えいたし

ます。 

 施行規則に関してでございますけれども、施行規

則の改正は、現在、市の他の公共施設と整合性を図

りながら準備をしている状況でございます。 

 なお、施行規則の改正は教育委員会で審議してい

くものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 今の段階でなかなか細かい話

はしにくいのかなと思いますけども、これもやはり、

開示されるのは４月１日になるんですか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 我々の一応皆さんにお示

しできるのは、先ほども言いました改正規則、要綱

等を４月の教育委員会で諮って、５月になってから

皆さんに公開していきたいというふうに思ってござ

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） きちんと教育委員会の中で検

証していただいて、なるべく早い時点で開示いただ

けるようにお願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 ７条２項の費用減免規定、これはどのような判断

基準で運用されるのか、御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 先ほどの条例30号で再三

出ておりましたけれども、平成30年１月に制定され

ました公の施設に関する使用料の設定基準に従いま

して、減免規定のほうを規則で定めていきたいと思
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ってございます。 

 また、減免団体等を明確化するために、減免団体

の取り扱い要綱を同時に定めていきたいと思ってご

ざいます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） そうしますと、それも教育委

員会で検証されて、その後の開示ということになり

ますか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 規則と同様に、４月の教

育委員会で協議、審議されまして、５月には皆さん

に公開していきたいと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 了解しました。次に移ります。 

 これ、使用料のところで市内・市外に分けてござ

います。この判定基準というのは何を用いて判定し

ようとするんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 使用者または団体・事業

所の住所または所在地を基準といたします。 

 備考の１にありますように、市内とは、使用者が

市内に住所を有する者または当市所在の団体もしく

は事業所の場合をいい、それ以外を市外といいます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） それの判断というのは、何を

もってしていくんでしょうか。例えば免許証であっ

たり、身分証明書であったりというようなものの提

示を求めるのか、あくまで自己申告でよしとするの

か、その辺はどうお考えでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 基本的には身分証明を提

示するところまで思い及んでいませんので、できれ

ば自己申告をいただいて、それで判断していきたい

なと思います。ただし、明らかにこの方おかしいな

というものがあれば、身分証明を求める場合もござ

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） その辺のところをきちっとし

ておかないと、実は以前、新居の温水プールが町

民・町民外というふうに分けてましたよね。そのと

きちょっと耳にしたんですけど、非常にルーズな運

用がされておるというようなことも耳にした記憶が

ございます。定かではございません。そんなことも

含めて、この辺はある程度の基準を設けられたほう

がいいのではないかなと思います。 

 次に移ります。 

 同じくその備考のところに、団体もしくは事業所

という表記がございます。これは何を意味するもの

なんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 私ども考える団体とは、

自治会や福祉団体などであります。事業所とは、民

間企業やＮＰＯ法人などであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 事業所については、それなり

の登記があったり何なりということで確認がし得る

のかなと思いますけども、団体という言葉のあらわ

すもの、今おっしゃったのは自治会だとか福祉団体

だとかいう単語でしたけども、まるっきり任意のボ

ランティアのグループというんですか、そういった

ものも含めての団体なんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） あくまで私ども考えてい

たのは、自治会や福祉団体というくくりで考えてお

りました。議員がおっしゃる任意の多分サークルと

かいうものだと思いますけれども、そういう場合に

はお申し込みの際に個人名で申し込みをされるのか

なというふうに推測されます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） いろんなケースが考えられる

かと思うんですけども、これ、ほかの施設について

も同じような表現が多用されてます。この団体とい

うもののあらわすものをある程度規定しておかない

と、表記する意味合いがなくなるんではないかなと

いうような気がいたしておりました。 

 ５番については先ほど５月ごろに期待すればいい

のかなというふうに解釈してますけども、５番の質

問についてはそれでよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 
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○教育次長（落合 進） 先ほど答弁させていただ

きましたとおり、４月の教育委員会を経て、５月に

は皆さんに公開したいと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 補足ですか。それでは市長、

補足をお願いします。 

○市長（影山剛士） 済みません、ちょっと。豊田

議員初め、皆さんにちょっと関係するんで、本当は

僕の出番はなかったはずなんですけれども、大きな

方針として、ちょっと補足をさせていただきますと、

今、今回のこの図書館条例もそうですし、その前に

ありました地域センターもそうですが、さっき企画

部長からもありましたけど、今回、公の施設に関し

まして適正な基準を定めて、それで使用料を徴収し

ましょうというような大きな方針があって、こうい

った個々に条例を出させていただいているわけです。 

 それで、当然そこから先の、この場合はこうだ、

この場合はこうだというケースを想定していくわけ

ですけれども、それはやはり個々の運用、今までの

過去の運用もそうですし、これからどういった団体

の方々が申請されるか、使用されるかということが

あるものなので、それを全て今できているのかとか、

今基準を個々に示せと言われても、そうやっていた

らなかなか全ての条例が提出できなくなるというよ

うな実態も御理解をいただいて、極力早期にこうい

った方針を示して、条例で御審議をいただく。もち

ろん、示せる限りの基準ですとか、運用方針は示さ

せていただきますけれども、この場合はこう、この

場合はこうというところは、実態としてはやはり、

これは国の法律もそうですけれども、法律で大きな

フレームワークは決めて、政令や省令、さらには施

行規則で、告示で定めていく。これは条例を定めて、

その後で規則であったりとか運用指針を定めていく

という方針だと思いますので、そしてさらに、その

方針はこういった場でももちろんそうですし、さま

ざまな説明等で示していくということだと思ってい

ます。 

 また、先ほど豊田議員から、備考の解釈、基準

等々のお話もありましたけど、それは我々がこう思

っていても、法律用語というのは例えば内閣法制局

でこういうような、いわゆる法令用語の書き方とい

うことがあるもんですから、１条で書こうと思って

も２条に分かれたりとか、そういうような書き方が

分かれてしまう場合がございますので、そこはでも

市民の皆さんにとってはわかりにくいじゃないかと

いう御指摘はそのとおりなので、そこは例えば何と

か何とかセンターの使用規定だとか、そういったと

ころでわかりやすく示させていただく。さっき市民

経済部長からもそういう答弁させていただきました

けれども、そういった運用基準とか指針というのは

わかりやすく示させていただいて、条例というもの

はこの施設の方向性を示させていただくと。それで

できる限りそこからさらに細かいブレークダウンを

した施行規則だとかそういうものは、同時がもちろ

ん望ましいんですけれども、個々の運用を想定しな

がらつくり上げていくということが必要だと思って

ますので、ぜひそういった方針を御理解いただいて、

この、いわゆる公の施設の受益者負担も考えながら、

施設を運用していくということを御理解いただけれ

ばというふうに思っています。済みません、ちょっ

とずれましたけども、私の思いとしてはそういうこ

とですので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 私も過去２回かな、公の施設

をより広く市民の皆さんに開放しろということは言

ってきたつもりです。それがやっとこういう形にな

ったなと。これだけで終わることもないだろう。ま

だまだ第二、第三があるだろうと期待をしておりま

す。 

 ただ、その中でやはりせっかく市民の皆さんに負

担をいただきながら、よりよく使ってもらおうとい

うんであれば、より市民の皆さんの立場に立って、

寄り添う形で、わかりやすいものをしていただきた

いなと思いますし、ある程度の明確な基準がないと、

市民の皆さんが混乱してしまうなというところでの

先ほどの意見表明であり、今回の質疑であります。

ぜひ、皆さん方には粛々とこの業務を進めていただ

きたいですし、市民の方に感謝されるような形にな

ることを祈って終わります。以上です。終わらせて

もらいます。 

○議長（二橋益良） 以上で、12番 豊田一仁君の
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質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上でありますが、ほかに議案

に対して質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第31号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第31号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第10 議案第32号 湖西

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第32号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第32号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第11 議案第33号 湖西

市こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、10番 竹

内祐子さんの発言を許します。10番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。 

 質疑通告のとおり、18歳までの医療費助成も４月

からスタートしてＰＲする方法もあると思いますが、

なぜ10月からにするのか。また、県に合わせたのか

を伺いたいと思います。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。健康福祉

部長。登壇してお願いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 中学生までの医療費の無料化につきましては、既

に一部助成をしていたものを無料化したもので、新

たにこども医療費受給者証を交付したり、システム

改修の必要がなかったため、４月からスタートをし

たところでございます。 

 今回の高校生相当年齢までの無料化につきまして

は、助成年齢拡大のためのシステム改修が必要であ

り、また新たな対象者にこども医療費受給者証を交

付するため、その事前段階として、交付申請書等を

送付したり、その交付申請の受け付け、対象者の保

険証の確認などの申請内容の審査、システムへの登

録等に時間を要することから、10月からのスタート

とするものでございます。したがいまして、特に県

に合わせたというものではございません。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、よろしいです

か。 

○10番（竹内祐子） ありがとうございました。私

は、いいことはどんどん先にやればいいかなと思っ

たんですけど、わかりました。準備に時間がかかる
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ということでしたね。わかりました。どうもありが

とうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第33号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第33号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第12 議案第34号 湖西

市老人福祉センター条例の一部を改正する条例制定

についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに17番 神谷里枝さ

んの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝でございます。

議案書55ページ、参考書54です。 

 １点目、申込者や代表者が市内在住であれば、参

加者は問わないのか、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁をお願いいたします。健

康福祉部長。登壇してお願いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 市内と市外の使用料の扱いにつきましては、原則

的には団体等の所在地や申込者の住所によって判断

をし、参加者の住所等については特に問わないとす

るように考えております。 

 ただし、団体等の活動拠点と申込者の住所が市

内・市外で異なる場合、例えば申込者の住所は市内

であるが、活動拠点や構成員の大半が市外であると

いうような場合については、活動実態等を確認した

上で判断をしていきたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん、いかがですか。 

○17番（神谷里枝） わかりました。２点目に移り

ます。 

 ２点目。浴室利用料については検討されなかった

のか、お伺いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在、浴室につきま

しては、給湯設備や浴室の排水設備などが老朽化し

ております。小規模な修繕を重ねながら使用してい

るという状況でございます。今後、大規模な修繕を

することは財政的にも困難であると考えております。 

 したがいまして、平成30年度末を目途に、浴室の

使用を廃止する方向で現在検討していることから、

今回の改正に当たりましては浴室利用料の設定は行

わないということにいたしました。以上でございま

す。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 施設が老朽化しているという

のは承知しておりまして、30年度末ということは来

年度末にはもう老人福祉センターの浴室は廃止する

方向なので、利用料については検討しなかったとい

うふうに受けとめました。 

 そういったことについては、早い目に利用者さん

にはお知らせしていく方向性ですかね。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 今回、施設の利用方

法も一部有料化等も導入されるということで、そう

いったことも現在の利用者の方にも一般市民の方に

も当然周知をしていきたいと考えておりまして、そ

れとあわせて実際に浴室を利用される皆さんござい

ますので、早目の周知をしていきたいと思っており
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ます。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。 

 では３点目。冷暖房や集会室のカラオケは使って

も使わなくても使用料、利用料は同額なんでしょう

か。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 冷暖房の使用につき

ましては、先ほどほかの施設の質疑で出ておりまし

たけども、使用料の算定根拠に電気代等の維持管理

費が含まれておりまして、徴収することは二重の負

担となるということから、他の公共施設管理担当部

署との協議の結果、全庁的に冷暖房の使用料は徴収

しないということとしたものでございます。 

 次に、集会室のカラオケにつきましては、こちら

も耐用年数が既に過ぎておりまして、また維持管理

費も少額であるということから、特に使用料は設定

をしておりません。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。先ほどからち

ょっと疑問に感じていることがあるんですけども、

冷暖房の使用等に関しまして、算定根拠に光熱水費

が含まれているということですと、逆に冷暖房を使

わない方からも負担していただきますよという、逆

の解釈もできますよね。その点についてはどのよう

に、とにかく受益者負担でいこうということで進む

というんですか、そういう方向にしたんですかね。

ちょっとその辺伺いたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 利用料金、一部今度

有料化するに当たって、利用料金を設定するに当た

りまして、その利用料金の算定方法としまして、全

庁的に統一していこうという中で、その積算の中に

冷暖房料金も踏まえた中での施設の使用料を決定す

るということで統一して、ほかの施設同様進めてま

いりましたので、全庁的に統一してそういう方向に

なったということでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 全庁的に足並みをそろえたと

いうことは解釈できるんですけども、ちょっとね、

じゃあ使わない人からもという、そういう議論もさ

れて、この料金設定になったのかなというふうには

解釈したいと思ってますので、はい、問い合わせ等

ありましたら、市民によく御説明願いたいと思いま

す。以上で終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて12番 豊田一仁君の発言を許します。12番 

豊田一仁君。 

  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田です。細切れで申

しわけございませんけども、おつき合いください。 

 議案34号、１番の質問イコール５番の質問になろ

うかなと思います。あわせて改正に伴う施行規則は

できているか。できているとすれば公開されるのは

いつか。お願いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 施行規則の改正につきましては、現在準備中でご

ざいまして、市のほかの公共施設との整合性を図り

ながら、また、ほかの市町の同種の施設の施行規則

も参考にしながら改正をしていく予定でございます。 

 公開、周知につきましては、まず、先ほど申し上

げましたとおり、現在使用されている高齢者の方々

に対するお知らせは、新年度になりましたら文書や

会合の場などで説明をしてまいりたいと考えており

ます。また、使用対象者拡大に関しましては、ウエ

ブサイトや広報などで４月以降にお知らせをしてま

いりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君、いかがですか。 

○12番（豊田一仁） ありがとうございました。２

番目に移ります。 

 この条文読んでいきますと、60歳以上はもともと

この施設の使用対象者として存在しておるというこ

となんですが、60歳以上を含む団体、お若い方が中

心になっている幅広い年齢で活動するようなケース

の場合、これはどういう基準で判断すればいいでし



１０３ 

ょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 60歳以上の高齢者と

60歳未満の方が混在する団体等につきましては、高

齢者が過半数を占めるかどうかというところで判断

をしていくように考えております。以上でございま

す。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） ということは、申し込む段階

で名簿、年齢を明示した名簿がないといけないよと

いうことになりますね。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 具体的に名簿の提出

等までは基本的には求めず、自己申告というような

形では考えたいと思っておりますが、疑わしい場合

にはそういった資料等を求めることもあろうかと思

います。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 次移ります。 

 ７条３項の費用減免規定、これ、先ほど来話題に

なってた部分ですけども、以前、これまでの案件で

説明された内容と同じでしょうか。それとも何か別

の基準をお持ちなんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） ほかの施設と同様に

判断していくように考えていきたいと思っておりま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） ありがとうございました。以

上で質問終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、12番 豊田一仁君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対する

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第34号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は

15時35分といたします。 

午後３時22分 休憩 

───────────────── 

午後３時34分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて会議を

再開いたします。 

 日程第13 議案第35号 湖西市営住宅管理条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたしま

す。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第35号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第35号は原案のとおり可決されました。 
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───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第14 議案第36号 湖西

市健康福祉センター設置条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、発言を許

します。初めに10番 竹内祐子さんの発言を許しま

す。10番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。議案第

36号について質問します。 

 １つ目、第７条２「特別の理由」とはどういうこ

とかを伺います。 

○議長（二橋益良） 答弁をお願いいたします。健

康福祉部長。登壇してお願いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 第７条第２項の規定は、一般的な減免の規定でご

ざいまして、他の公共施設の条例においても同様の

規定となっております。 

 「特別の理由があると認めるとき」とは、市が使

用する場合や、自治会などが施策に合った目的で使

用する場合などで、今後、施行規則等の中で具体的

に定めていく予定でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。 

 では２番目の、第８条「使用期日前７日まで」の

７日の根拠を教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 健康福祉センターは、

夜間や休日における守衛や管理人が常駐をしており

ません。夜間や土日の施設管理につきましては、施

設使用申請があった場合のみシルバー人材センター

に施設管理業務を委託しているところでございます。

そのため、使用許可の取り消しはシルバー人材セン

ターのスタッフ派遣の取り消しにもつながることも

あるため、その連絡調整や土日の休業も考慮し、７

日前までに取り消していただくということにしたも

のでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。 

 では３番目の、使用者拡大による駐車場の不足が

考えられますが、どのように対処するのか伺います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在も、駐車場が不

足する場合には、健康福祉センター周辺の公共施設

の駐車場を利用したり、事前に主催者の方へ乗り合

いや公共交通機関の利用の呼びかけをしております。 

 今後も同様に対応するとともに、５月の連休明け

までには市民会館跡地を簡易的に駐車場として整備

し、利用ができるようにしていきたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） それで確認なんですけれども、

公用車なんかのスペースというのは、あそこのとこ

ろでは考えますか。それとも来場者利用のための、

市民のための駐車スペースとしてしまうのか。そこ

を確認させてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 市役所裏に公用車等

とまっておりまして、場合によっては市役所の来客

駐車場も手狭だということもございます。そういっ

たことも含めて、市の庁舎管理のほうとの調整の中

で、健康福祉部、おぼとに関連する公用車について

は、その市民会館跡地のほうへ駐車するという調整

結果になりましたので、そちらが大体、社協等も含

めて30台ほどそちらへとめて、あとの部分を来客用

の駐車場として確保したいということで考えており

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 私としては、市民優先で考え

ていただきたいんですけれども、この公用車30台に

なりますと、市民の皆さんは何台ぐらいの割り当て

になるんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 正式には新年度に入

って業者のほうでちょっと区画を確認していただい

たりということになりますので、正確な数はちょっ

と現時点では申し上げられませんが、およそでいき

ますと、公用車が30台程度、来客の方の駐車場とし

て40台程度ということになるのかなと思っておりま
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す。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。以上で終わり

ます。 

○議長（二橋益良） 10番 竹内祐子さんの質疑を

終わります。 

 続いて12番 豊田一仁君の発言を許します。12番 

豊田一仁君。 

  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田です。議案36号に

ついて質疑させていただきます。 

 １番、２番に関しましては、結構です。 

 ３番もこれ、さっきお聞きしたんですけど、一応

確認させてください。市内・市外の判定基準は何に

よるのかというところでお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 市内・市外の判断基準でございますが、申請者ま

たは申請団体・事業所の住所または所在地を基準と

して考えております。 

 市内とは、市内に住所を有する者または当市所在

の団体・事業所の場合であり、市外については、そ

れ以外の場合と考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） わかりました。 

 団体というのは、どういったものを意味するのか、

お教えください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 団体としましては、

自治会等の地域団体、それから健康福祉に関する団

体、ＮＰＯ法人などを考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 確認します。４番の質問に移

ってますね。 

○12番（豊田一仁） はい、そうです。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） 失礼しました。４番の質問を

させていただきました。 

 これも微妙な表現なんですけど、いわゆる任意の、

民間、当然民間になりますけど、グループというの

は団体という扱いになるのか、いやもうそれは個人

で申し込んでくればいいんだよという解釈になるの

か。どうでしょう。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 任意のグループとい

いますか、例えばボランティアグループとか、そう

いったグループも現在実際に利用しておりますので、

そういったグループについては団体ということで、

その団体名、代表者名というような形で申請をして、

利用をしていただいておりますので、それは今後も、

有料になるということはございますけども、利用に

ついては従来どおりになろうかと思います。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） ありがとうございます。 

 では最後に、この基準が市民の皆さんに公開され

るのはいつになりますか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） この条例の施行が10

月１日でありまして、３カ月前から施設の使用許可

も申請ができるようにいたしますので、その前に周

知をしたいということで、29年度内には施行規則等

を改正し、新年度当初から周知ができればと思って

おります。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） わかりました。なるべく早い

時点でわかりやすい形で提示していただくことを期

待いたします。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、12番 豊田一仁君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員
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会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第36号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第36号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第15 議案第37号 湖西

市営火葬場条例及び湖西市新居斎場条例の一部を改

正する条例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第37号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第37号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第16 議案第38号 湖西

市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第38号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第38号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第17 議案第39号 湖西

市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを議題といたします。 

 質疑通告が提出されておりますので、７番 渡辺 

貢君の発言を許します。７番 渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） 議案第39号について、お尋ね

をいたします。 

 教えていただきたいというのは、該当者、どの程

度おられるのかなと、こういう点でございますけれ

ども、湖西市の場合、福祉施設等の状況から、市外

の市民が国民健康保険の住所特例の適用を受けてい

るという例は余りないかなというふうには推測して

おりますけれども、逆に湖西市民が市外の施設へ入

所していて、その特例を受けている方はあるのかな

というふうに思います。それぞれについて、現在の

該当者の人数を教えていただきたいのと、そのうち

30年度中に後期高齢者医療の被保険者となるという

ことについての見込み人数もあわせて教えていただ

きたいと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。登壇してお願

いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 



１０７ 

○市民経済部長（長田尚史） ではお答えいたしま

す。 

 平成30年２月末時点における他市の在住者で湖西

市の住所地特例者は全部で21名でございます。また、

湖西市の在住者で他市の住所地特例者については、

転入前のもとの市町の適用となるため、現在把握す

ることができないので不明な状態です。 

 先ほどの21名の中で、30年度中に後期高齢者の医

療制度に加入する対象者は１名となってございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 実情わかりました。ありがと

うございました。終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第39号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第39号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第18 議案第40号 湖西

市介護保険条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 なお当局より、資料配付の申し入れがありました

ので、これを許可しております。資料はあらかじめ

議席に配付させていただいておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 質疑通告が提出されておりますので、７番 渡辺 

貢君の発言を許します。７番 渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） 議案第40号についてお尋ねを

いたします。 

 介護保険料の基準額が4,600円から5,000円になる

ということでございまして、私どもも影響を受ける

ということになるわけでございまして、どの程度給

付サービスを受ける内容がふえていくのかなという

ふうな思いをいたしまして、数字はこの前の全協で

お示しいただきましたので、金額はわかったんです

が、それぞれのサービス内容がどうなのかなという

ことで、今後３年間の給付見込み額が126億円強と

いうことで、現在の計画は前にいただいたこの資料

の中に書いてありまして、これは109億円でござい

ますので、この３年間に給付見込み額が17億円ふえ

るということですかね。15.6％の増ということでご

ざいます。 

 そういうことで、介護保険料基準額400円上がる

ということについて、主なサービスはどうなるんで

すかということでお尋ねしたら、この資料をいただ

いたということでございます。これと比較しながら

見ようかと思ったんですが、制度自体が変わってお

りますので、なかなか簡単に比較できないなという

ふうに思いましたけれども、このいただいた資料を

見る中で、制度が違っておるというところの理解が

私も十分でありませんので、ちょっとその辺を含め

て、主なサービスについての変わった点についての

基礎数値の概要を教えていただきたいなというふう

に思って通告をさせていただきました。 

 これを資料を見る中で、２番の介護サービス見込

み量の居宅サービスの費用が結構ふえてて、その下

の３つ、地域密着とか、特に施設サービスですね、

ここなんかはほぼ横ばい。あるいは一番下の居宅介

護支援については逆に減ってるんですね。これは制

度が変わってきてるということの影響だと思います

けども、それとかその下の３番の高額介護サービス

費が大分ふえてるなと。金額の多い少ないはありま
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すけども、比率で見るとかなりふえてるなというよ

うな、こういう読み方ができますけども。一応この

表を踏まえて、どういうふうに見た中でこの126億

円という数字を見込んだかということを説明してい

ただけたらと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） それではお答えをい

たします。 

 初めに、配付させていただきました資料を簡単に

御説明させていただきます。介護サービス等見込み

量に関する資料でございますので、そちらをごらん

ください。 

 まず、１番目の介護予防サービス見込み量につき

ましては、平成30年度は合計で8,244万8,000円、31

年度は8,912万7,000円、32年度が9,857万6,000円で

あります。 

 ２番目の介護サービス見込み量につきましては、

平成30年度は33億9,820万3,000円、31年度が35億

8,584万3,000円、32年度は38億9,164万3,000円であ

ります。 

 これらの総給付費に３番の高額介護サービス費等

の金額を加算しました４番の標準給付費見込み額が

平成30年度は36億5,996万7,000円、31年度が39億

728万6,000円、32年度が42億9,010万4,000円となり

まして、３年間では合計118億5,735万7,000円であ

ります。 

 標準給付費見込み額が増加している要因といたし

ましては、介護給付費の自然増に加えまして、平成

30年度から地域密着型特別養護老人ホームが開設す

ることが大きな要因として挙げられます。 

 次に、５番地域支援事業費につきましては、平成

30年度は２億6,359万1,000円、31年度は２億7,224

万1,000円、32年度は２億7,987万7,000円で、３年

間の合計は８億1,570万9,000円を見込んでおります。 

 増額の要因としましては、利用者が増加している

新総合事業の自然増に加え、平成30年度から本格的

に取り組む地域包括ケアシステムを推進するための

事業費の増加を見込んだものでございます。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君、よろしいですか。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございます。 

 もう一点通告がしてありますが、今回の改正によ

りまして、３年前の県下の状況を見てみますと、湖

西市は割合と低いほうだというふうに思っていまし

たけれども、今回の改正で、他市の情報、それなり

に把握をされておると思いますので、県内各自治体

の月額保険料改定状況と本市のレベルというか、位

置づけ、どの程度になってるのか、その辺の概況を

ちょっと御説明をお願いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 静岡県が県内の市町

に２月時点で調査をしております。それは暫定値で

はございますけども、その保険料月額基準額は、最

高額が7,004円、最低額が4,588円でございます。県

平均では5,411円となっておりまして、本市は5,000

円でありますので、県平均よりは低い状況となって

おります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） わかりました。ありがとうご

ざいました。終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対する

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

りますので、11番 荻野利明君の発言を許します。

11番 荻野利明君。 

  〔11番 荻野利明登壇〕 

○11番（荻野利明） 11番 荻野利明。議案第40号 

湖西市介護保険条例の一部を改正する条例制定につ
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いて、反対討論を行います。 

 平成30年度から第７期が始まります。今まで３年

ごとに保険料が値上げされてきました。ところが、

制度そのものは改悪に次ぐ改悪が進められてきまし

た。 

 改悪の主な内容は、１、第６期事業計画で介護保

険料の大幅な引き上げ。２、要支援１・２の人の訪

問・通所サービスを介護保険の対象外にし、市町村

事業に移す。３、特別養護老人ホームの入所対象者

を介護度３以上の人に限定する。４、介護保険施設

での食費や居住費の負担軽減の要件に資産を追加す

るなどです。 

 保険料は上がるのに、介護保険が利用できない。

保険あって介護なし。これでは市民が納得できない

のは明らかであります。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。６番 佐

原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。

議案第40号 湖西市介護保険条例の一部を改正する

条例制定について、賛成討論を行います。 

 まず、湖西市の介護保険料はこれまで4,000円台

と近隣市に比べて安く推移していました。しかしそ

れは一方で介護保険サービスの活用が少ない。つま

り給付額が少なかったからの結果でもあると思いま

す。 

 ことしの夏には地域密着型小規模特養の開設が予

定されており、高齢者の増加に伴い、今後さらに施

設介護等の整備も必要と思われます。そこで、利用

者増に伴い、給付費もふえていくことになります。 

 ２月15日の全協でいただいた資料では、介護給付

費、地域支援事業費の給付見込み合計額は、平成30

年度から32年度の３年間で約６億5,000万円アップ

する試算となっております。そこへ、介護給付費準

備基金を３年間で２億2,700万円取り崩し補填する

ことで、介護保険料の基準額、10段階あるうちの５

段階の方の毎月の保険料ですが、それが月額4,600

円から5,000円に、400円アップしようとするもので

す。市当局の市民への負担軽減の配慮が伝わります。 

 要支援・要介護者がふえる中、市民に必要な負担

をしていただき、必要な介護及び予防サービスを適

切に受けていただける体制整備をすることを期待し

て、賛成いたします。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第40号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手多数であります。したが

って議案第40号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第19 議案第41号 湖西

市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法等に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、７番 渡

辺 貢君の発言を許します。渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） 議案第41号についてお尋ねを

いたします。 

 これは障害者サービスと高齢者サービスとの連携

という、そういう意味だと思いますけども、この条

例改正に伴いまして、対応が必要となる市内業者へ

の周知、それから指導、サービス受給者にとって期

待される効果ということについて説明をお願いした

いと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 市内にある４つの指定介護予防支援事業者へは、

条例改正後、速やかに改正の内容を周知してまいり
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たいと考えております。 

 期待される効果としましては、指定特定相談支援

事業所と連携を図りながら情報等を得ることにより

まして、障害を持った高齢者にとって、よりよいサ

ービスを受けることができるようになるものと考え

ております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。障

害者サービス受給者がスムーズにこの条例改正の効

果を受けるように御配慮をお願いしたいと思います。

ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第41号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第41号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第20 議案第42号 湖西

市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 質疑通告が提出されておりますので、発言を許し

ます。初めに６番 佐原佳美さんの発言を許します。

６番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。 

 議案第42号 地域密着型サービスのことですが、

従来の指定地域密着型サービス事業者に対して、共

生型地域密着型サービスが提供できるようになると

いう改正の内容の周知や勧奨、勧めるということで

すけれども、ちょっと語弊もありますけども、その

ような予定はありますか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 共生型サービスにつきましては、その改正内容に

ついて、現時点では国から詳細がまだ示されており

ませんので、関係の事業者へは詳細が判明した後、

周知をしていきたいと考えております。 

 また、共生型サービスの提供に関しましては、各

事業者の経営判断に委ねられるものであることから、

現時点での市からの勧奨は予定しておりません。以

上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、よろしいです

か。 

○６番（佐原佳美） 皆様御存じのように、指定地

域密着型というと市が設置者という、先ほどからの

手数料等の話もありますけれども、そういう責任あ

るところになるんですけど、その関係者とお話をし

たときに、共生型サービスということがちょっとま

だ御存じなかったようで、そういう中でこういう法

律だけがつくられていっても、現場でどれだけ活用

されるのかとか、もちろん小規模多機能という高齢

者を中心にサービスを提供しているところだけでな

く、障害者団体等にも周知していく必要はあるかと

思いますけれども、なかなか本当にいろいろな、ま

ず共生型というと富山県富山市とかで特区として最

初国から指定されてやってきたところが、静岡県も

ふじのくに型というところで富士市だとか富士宮だ

とか静岡とかで始まってますけれども、本当にいろ

いろな、病院でもなかなか入院を継続させてくれな

いような方が、小規模多機能のところですごい苦労

しながら現場で小規模多機能のところで高齢者とと
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もに入所されているようなお話も伺ってきました。 

 大変な事業ではありますけれども、市で本当に応

援をして、市民の多くの方がいい結果が生まれるよ

うな制度になるように、また国から詳細がおりてき

ましたら、ぜひともしっかりとした説明を事業者に

していただきたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 続いて10番 竹内祐子さんの発言を許します。10

番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。同じと

ころの質問になります。 

 １つ目、共生型サービスが追加されることで、市

が準備したことは何かあるのかを伺います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。登壇してお願

いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 今回、湖西市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準等に関する条例及び条例施

行規則を一部改正することによりまして、事業者が

新たに共生型サービスを提供するための環境を整え

た、整備したということでございます。 

 具体的に特に現時点で何かをしたというものはご

ざいません。まずは条例等の整備により、環境を整

備したということでございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、いかがですか。 

○10番（竹内祐子） わかりました。先ほども国か

らまだ何も詳細が示されていないので、なかなかど

のように進めていくかということもわからなくて、

とりあえず条例を整えて、いつでもやっていけれる

ようなものにしているということで理解しました。 

 ２番目のところも、もうこんな状況なので、対象

者にどのような周知をするかというのも、多分して

ないんじゃないかと思うので、取り下げます。失礼

いたします。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第42号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第42号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第21 議案第43号 湖西

市構造改善施設条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑通告が提出されておりますので、12番 豊田

一仁君の発言を許します。12番 豊田一仁君。 

  〔12番 豊田一仁登壇〕 

○12番（豊田一仁） 12番 豊田です。議案第43号

について質疑させていただきます。 

 １番の質問につきましては、多分回答同じでしょ

うから割愛。２番の質問につきましては、これは細

かく聞きたいんですけど、ちょっと質疑の範囲から

逸脱しそうな気配がしますんで、改めてまた別のタ

イミングで確認させていただきます。 

 ３番について、使用料の減免規定はどのような判

断基準によるか。これも同じような回答かなと思い

ますけど、一応念のため確認させてください。 

○議長（二橋益良） 教育次長。登壇してお願いし

ます。 

  〔教育次長 落合 進登壇〕 

○教育次長（落合 進） お答えいたします。 
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 先ほど図書館の条例のときにお答えさせていただ

きましたけれども、平成30年１月に制定されました

公の施設に関する使用料の設定基準に従いまして、

減免規定を規則に定めてまいります。また、減免団

体を明確化するために、減免団体の取り扱い要綱を

改正していきます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君、よろしいですか。 

○12番（豊田一仁） ありがとうございました。 

 ４番に関しましても結構です。 

 ５番に関しまして、これ、先ほど図書館関係は５

月ごろという話がございました。これはいかがでし

ょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 先ほどの図書館と同様、

５月には公開していきたいと考えております。以上

です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） ありがとうございます。 

 では６番の湖西市構造改善施設を利用する減免団

体の取り扱い要綱、この取り扱いはどういう形にな

っていきますか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 先ほどもお話ししたとお

り、規則の改正に合わせて改正を行っていくという

ことでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） それはいつごろの予定でしょ

うか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（落合 進） 規則同様、４月の教育委

員会に審議されますので、４月に審議されるという

ことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 豊田一仁君。 

○12番（豊田一仁） わかりました。ではその公表

を待ちたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（二橋益良） 12番 豊田一仁君の質疑を終

わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

りますので、11番 荻野利明君の発言を許します。

11番 荻野利明君。 

  〔11番 荻野利明登壇〕 

○11番（荻野利明） 11番 荻野利明。議案第43号 

湖西市構造改善施設条例の一部を改正する条例制定

について、反対討論を行います。 

 30号議案同様、今回の改正は公の施設に関する使

用料の設定基準に基づき使用料を改定するというも

のですが、結局市の財政が厳しいから引き上げると

いうものです。 

 しかし、市の財政が厳しくなったことは、市民に

責任のないものです。安易に市民に負担を求めるこ

とについては反対であります。 

 以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。７番 渡

辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） ７番 渡辺 貢であります。

反対討論ありましたので、一応賛成討論をさせてい

ただきます。 

 先ほどと同様に、受益者負担の原則に基づいて、

統一的な算定基準を定めようということで検討を重

ねてきた結果の提案ということで、必要な改定と思

いますので賛成とさせていただきます。終わります。 

○議長（二橋益良） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第43号について採決いたします。本
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案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手多数であります。したが

って議案第43号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第22 議案第44号 湖西

市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、発言を許

します。初めに５番 楠 浩幸君の発言を許します。

５番 楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。 

 議案第44号 湖西市の企業立地推進なんですけど

も、本条例の一部改正によって、企業の誘致ですと

か事業拡大に大きく期待をするところではあります

けれども、まず先進して県の要項が改正されるとい

うことなんですけれども、県の制度改正に加えた湖

西市単独での制度内容があれば教えていただきたい

ということと、それに合わせてですけれども、取り

組みたい戦略的な事業の形態等々がございましたら

教えていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。登壇してお願

いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） お答えいたします。 

 湖西市の企業立地促進条例は平成18年３月から、

産業振興と雇用機会の拡大を図ることを目的として

制定され、県との協調制度として運用しているとこ

ろでございます。 

 市単独の制度内容につきましては、製造事業及び

物流関連事業につきましては、市単独として小規模

企業者、小規模の企業者の企業立地を後押しするた

め、新事業所における業務開始時の10人以上という

従業員数や既存事業所を有する場合の１人以上とい

う雇用要件など、一部の要件を適用しないこととし

ておるところが独自の事業です。 

 また、加えまして戦略的な形態については、県の

ほうにもあります研究所とかソフトウエア事業のほ

か、特定サービス業として情報処理や情報提供サー

ビス業など、制度の当初から補助対象事業として独

自の事業を行っているところでございます。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 湖西市の事業者さんで小規模

な事業者さんが多いということで、要件を緩和して

いただけるということは本当に頼もしく思います。

ぜひぜひ周知をしていただきたい。 

 あえてお伺いした戦略的な事業というところで、

特定サービス事業の中で情報政策のような事例があ

ったんですけれども、もう少し具体的に、どういっ

たような事業形態なのか、もう少し詳しくいただき

たい。お願いします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） お答えいたします。 

 特定サービス事業は、次の４業種でございまして、

情報処理のサービス業、また情報提供のサービス業、

またデザイン業、もう一つ、機械設計業、この４種

類を特定サービス事業として分類しておるところで

ございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 今伺う中では、これからのＩ

ＴですとかＡＩが新しく日本、国を挙げて進めてい

く事業というふうに理解しておりますので、先進的

な取り組みを期待したいところでございます。あり

がとうございました。以上で終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続いて７番 渡辺 貢君の発言を許します。７番 

渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） ７番 渡辺 貢であります。 

 ただいまの質疑、引き続いて第44号ですかね、お

伺いをいたします。 

 ただいまの答弁でいろいろわかったんですけども、

せっかく通告してありますので、お尋ねをいたしま

す。 

 静岡県のホームページを見ますと、企業立地補助
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金が使いやすくなりましたと、こういう見出しで、

制度改正の３つのポイントについて説明が書かれて

おります。 

 県に準じてということですので、これをそのまま

受け取っていいのかなというふうに思いますけども、

今回の条例改正によりまして、今後市内の企業誘致

にとってどのような効果と期待が持てるかと。たま

たま、まだ少し時間はかかりますけれども、これか

ら浜名湖西岸土地区画整理事業をやっていこうとか

いう計画もございますので、今の時点で言及するの

は難しいかもしれませんけども、ＰＲをする立場、

企業の皆さんにですね、そういう立場から、ここは

強調したいなというような点等ありましたら補足説

明をお願いしたいと思います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。登壇してお願

いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） お答えいたします。 

 企業立地促進奨励金は、厳しい経済状況のもとで

民間企業の市内への誘致や既存企業の事業の拡大を

推進していく際のアピールポイントとして、重要な

役割を果たしている制度であると考えております。 

 今回の改正につきましては、市内企業の多くが労

働力人口の減少等による人手不足が重要な課題であ

るなど、社会・経済状況が変化する中で時代に合っ

た補助制度への見直しを図ることにより、引き続き

市内企業の事業活動を全面的に支援していくもので

ございます。 

 効果といたしましては、先ほど議員もおっしゃっ

たように、複数回数の要件の見直し、または雇用要

件の一部緩和ということと、また大企業だけでなく

小規模事業者にも利用しやすくなったということが

大きな改善点です。 

 また、市内企業の積極的な投資による事業の拡張

と雇用の増加に結びつくところを一番の期待点とし

ておるところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。い

ずれにしても、雇用の振興というのは本市の最大の

目指すべきところだと思いますので、この点につい

て積極的にＰＲをしていただいて、さらなる発展に

つなげていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第44号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第44号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第23 議案第45号 湖西

市都市公園条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第45号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第45号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第24 議案第46号 湖西

市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第46号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第46号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第25 議案第47号 浜名

学園組合規約の変更についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第47号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第47号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第26 議案第48号 平成

28年度住吉地区命山整備工事の工事請負契約の一部

変更についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第48号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第48号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第27 議案第49号 市道

の路線の認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第49号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第49号は原案のとおり可決されました。 

 それではここで暫時休憩といたしますが、これよ

り予定といたしましては５時を過ぎます。延長を諮

りたいと思いますが、よろしいですか。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） それではただいまから休憩に

移りたいと思います。再開は16時55分です。よろし

くお願いします。 

午後４時41分 休憩 

───────────────── 

午後４時55分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて会議を

再開いたします。 

 日程第28 議案第50号 平成29年度湖西市一般会

計補正予算（第６号）を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに17番 神谷里枝さ

ん。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 議案第50号 補正予算につき

まして質問させていただきます。３点ほど通告して

あります。 

 まず１点目は、説明書の３ページになります。土

木費全体の補正額が主に入札差金や不用額で３億

6,700万9,000円の減額となっております。私として

は余りにも大き過ぎると感じております。価格設定

など、担当部署としてどう捉えているのか、お伺い

いたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いいたします。都市

整備部長。登壇してお願いします。 

  〔都市整備部長 片山彰宏登壇〕 

○都市整備部長（片山彰宏） お答えいたします。 

 議員御指摘の３億6,700万9,000円の減額補正のう

ち、３億2,144万7,000円と約９割を占めております

道路改良費と都市計画総務関係経費について御説明

させていただきます。 

 最初に、道路改良費のうち委託料の減額3,880万

円でございますが、上ノ原藤ヶ池跨線橋道路改良事

業におきまして、跨線橋新設の実施設計を計画し、

ＪＲ東海株式会社静岡支社と協議を進めておりまし

たが、ＪＲ東海の組織変更により、年度途中に協議

相手がＪＲ東海株式会社名古屋本社に移ってしまい

ました。そのため、ＪＲからの協議回答が大幅にお

くれているという状況にございます。そこで、本年

度の設計業務の発注を取りやめたというものでござ

います。 

 次に、工事請負費の減額1,900万円でございます

が、新所原駅嵩山線整備事業におきまして、平成25

年度から一部の用地取得に難航していたところから、

本年度当初は市単独費による暫定整備で現場を終え

ることもいたし方ないと考え、予算計上しておりま

した。しかし、職員のたび重なる用地交渉の末、平

成29年10月に、難航しておりました地権者と用地売

買の合意に至ったため、計画どおり正規な線形の道

路整備ができることとなりました。 

 この道路整備計画であれば、国庫交付金の対象事

業とできることから、あえて本年度の予算を不用額

とし、次年度の国庫交付金事業にエントリーするよ

う組みかえ、市の持ち出し経費の削減を図るよう方

針を変更したものでございます。 

 次に、際立って大きい額の都市計画関係総務費の

うち委託料１億2,048万7,000円、及び工事請負費１

億2,235万4,000円の減額でございますが、平成24年

９月議会において、新所原駅周辺整備事業に対し附
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帯決議された「事業費低減への努力を望む」に基づ

きまして、平成29年12月議会でも御説明させていた

だき変更契約締結の御承認を頂戴しましたとおり、

自動改札機及び通信設備の再利用や使用材料の見直

し等、事業費縮減に真摯に取り組んできた結果、減

額できた事業費でございます。 

 このように平成29年度３月補正は、通年に比べて

特異なケースが重なった結果、大きい額の減額補正

となったものであり、当初予算の事業に対する価格

設定が甘かったという結果であるとは捉えておらな

いところでございます。以上で答弁とさせていただ

きます。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん、いかがですか。 

○17番（神谷里枝） 丁寧な説明ありがとうござい

ます。本当にＪＲ、相手の事業とか、また職員の御

努力によって経費削減ができたりしたということ。

大枠捉えるとそういうことかなと思いましたので、

この質問はこれで終わります。ありがとうございま

す。 

 次の質問に移ります。説明書17ページ、３款１項

10目です。 

 自立支援給付費の扶助費の不足が見込まれ、

5,000万円の増額補正が組まれております。12月定

例会の補正予算第５号でも1,660万円増額補正され

た経緯があります。 

 当初予算より6,660万円もの補正を組むことに、

担当課としてはどのように捉え、また来年度予算に

反映させようとしているのか、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。健康福祉

部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 今回補正をお願いし

ておりますのは、自立支援給付費のうちの介護・訓

練等給付費でございます。12月定例会で1,660万円

の補正をお願いしましたのは、障害児の通所給付費

でありまして、いずれも利用者数の増加により、給

付費に不足が生じ、補正が必要となったものであり

ます。 

 29年度の介護・訓練等給付費の当初予算につきま

しては、予算要求時点の実績を踏まえ、28年度の当

初予算に対し3,240万円、5.3％の増としております

が、増額分の見込みは難しく、また厳しい財政状況

の中、大幅な予算増額は困難ということで、結果と

して補正をお願いすることになったものでございま

す。 

 30年度予算につきましては、実績と全体の予算編

成を踏まえた中で、29年度当初予算に対しまして

3,960万円、6.1％増を計上しております。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。こう

いった扶助費というのが本当にうなぎ登りに上がっ

ていて、なかなか抑制するというのも難しいことは

承知しておりますが、余りにも補正、補正と出てく

ると、余計にその意識がそちらへ行ってしまうもの

ですから、できるだけ当初予算に組み込んでいただ

けるとありがたいなと思いまして、今回質問させて

いただきました。ありがとうございます。 

 では最後の質問に行きます。繰越明許費について

お伺いします。議案書90ページです。 

 ３款１項における社会福祉費の介護施設等整備事

業が繰越明許になっております。理由をお伺いいた

します。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 繰越明許とする介護

施設等整備事業につきましては、岡崎地区で整備中

の地域密着型特別養護老人ホームの施設整備費補助

金でありまして、補助対象事業者である社会福祉法

人による建築工事の入札が、これが29年７月21日に

執行いたしましたが、不調となりました。そのため、

設計内容や設計金額の見直し、県との調整に時間を

要し、２回目の入札が平成29年11月２日に執行しま

して、工事施工業者が決定をいたしました。この業

者決定がおくれたことに伴いまして、完成予定が平

成30年６月となったことから、全額を平成30年度へ

繰り越ししようとするものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。入札

不調でもう一度やり直して、落ちついたと。そうす

ると、ただいま答弁にありましたように、開所予定

が30年の６月でいいんでしょうか。完成は６月です
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けども供用開始というか、利用できていくのも６月

なんでしょうか。そこをお願いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 施設の建築工事の完

成は６月で、その施設の開設自体は７月を現在予定

をしております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。どうもありが

とうございました。以上で終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて６番 佐原佳美さんの発言を許します。６

番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。

補正予算で議案第50号、歳出の２款１項８目、議案

書90ページです。 

 コーちゃんバスの負担金を106万4,000円増額する

理由を教えてください。 

○議長（二橋益良） 企画部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔企画部長 松本裕行登壇〕 

○企画部長（松本裕行） 答弁をさせていただきま

す。 

 コーちゃんバスの利用者数は、平成30年１月末現

在で約６万9,000人でございまして、前年度の１月

末より約2,500人、約４％増加しているものの、運

転免許証自主返納者の無料券の利用件数が多かった

ことから、運賃収入は減少しております。 

 運転免許証自主返納等支援事業は、当初予算編成

後の平成29年４月に施行したため、本年度の当初予

算に無料券の利用者見込みを反映させることができ

ませんでしたので、運賃の減少見込み分106万4,000

円の補正を今回お願いするというものでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 理由はわかりました。無料券

によって利用する方が多かったから、予定してたよ

りも収入が減ったということですけど、そもそも無

料券の発行で減ったから、減ったから、これ何人分

くらいになるんですかね。でも100円か200円ですの

で、予測ができなかったということですけども、乗

客は2,500人ふえてるということですね。はい、じ

ゃあお願いします。今手を挙げられたから。要は何

人分、2,500人が利用したから、でもふえたのは

2,500人ですけど、その人たちが全部返納者とは限

らないわけですよね。そして。はい、じゃあお願い

いたします。 

○議長（二橋益良） 答弁よろしいですか。企画部

長。 

○企画部長（松本裕行） 利用者数が、１月末でご

ざいますが６万9,000人でございましたと。前年度

と比べると利用者数は2,500人ふえておりますので、

普通から考えますとそれにかかる運賃収入も上がっ

ているというところでございますが、先ほど答弁申

し上げたような理由からということなんですが、で

は何人利用したんだということでございますが、無

料乗車券の交付を１月末でございますが、これは交

付件数ということで市民協働のほうとの交付件数で

すが、177人分でございます。その方が合計で3,857

回というのか、件というのか、利用されていると。

お一人の方が何回も乗降されているということにな

ろうかと思いますが、そんなことから、利用者人数

はふえているんですけれども、お金の入るという分

母分、無料分がふえたので、その分が収入が減って

しまったという説明でございました。説明がなかな

かわかりづらくて申しわけございません。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） だから、ですので、106万

4,000円が無料分だったと考えられるということで

よろしいですか。違うのか。最初の予算はもうもと

もと赤字ではありますけれども、これほどの不足を

予測してなかったわけですね。発行した金額は全然

関係ないですよね。発行した金額を差し引いたから

ということではないですね。発行はコーちゃんバス

が発行してるわけじゃないですね。市民協働課の中、

同じ課の中でですかね。ちょっと。106万増額する

理由。もう一度済みません、お願いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁よろしいですか。企画部

長。 
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○企画部長（松本裕行） ストレートなお答えにな

るとなかなかちょっと。一回、前に、まず支出のお

話でございますが、運行経費というものがまずかか

ります。それから運賃収入分プラス国からその事業

をするのに補助金というのが来ます。運行経費から

その２つを差っ引いた分が負担金ということで市の

ほうで計上しているので、運賃収入が減れば、負担

金が、出さなきゃいけない金額が大きくなるという、

まずイメージということでお考えいただく中で、ス

トレートに106万円が云々というところには、スト

レートにはなかなか行かないんですが、なかなか細

かい算式があって、ということをまずお示しをした

中でということで、一区切りということで、はい、

失礼します。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 要は無料券を使う人が利用し

たので、予定よりもお金が足らなくなったというこ

とはわかりました。あと楠議員も上げておりますの

で、また詳細質問があるかもしれませんが、そこで

またさらに参考といたします。ありがとうございま

した。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 続いて５番 楠 浩幸君の発言を許します。５番 

楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。

私のほうからも２款１項８目交通安全対策費、コー

ちゃんバスについてお伺いしたいと思います。 

 ２点ほど通告してございますけれども、１点目は

先ほど佐原議員の質疑で理解をすることができまし

たので、２点目から少し整理をして質問したいと思

います。 

 先ほど来、企画部長のほうから御答弁があったよ

うに、コーちゃんバスの利用者見込み数と、運転免

許証の自主返納者によるバスの無料乗車の見込み数、

これが読み取れなかったよというような御答弁だっ

たんですけれども、もともとコーちゃんバスを利用

する見込み数というのは幾らぐらいだったんですか

ね。どうでしょう。 

○議長（二橋益良） 企画部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔企画部長 松本裕行登壇〕 

○企画部長（松本裕行） 御答弁をさせていただき

ます。 

 当初予算の中に見込むかということは先ほど申し

ましたので、当初予算の中には見込むことができな

かったということがまずありますが、自主返納の件

数においては、実績として今危機管理のほうで補助

金の制度というのがありますので、それで件数は大

まか前年分は何件ということは、何件というよりも

何枚出したよということは、多分わかるというとこ

ろはございますが、先ほど言いましたかなりの件数

が、結果としてわかったと。その段階でお一人の方

が何件乗るかということがつかめなかったというこ

とがございましたので、その人数はわかりましたけ

ど、何件というところはつかめなかったというとこ

ろで御説明をさせていただきます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） この件につきましては、私ど

もの議会のほうも、こういうバスの無料乗車の制度

を導入したときに、そういうリスクヘッジとられて

いるかどうかというところを確認すべきところでは

あったと思って反省をしております。また来年度は

大丈夫なのかなというふうなところはあるんですけ

れども、またその辺につきましては今度特別委員会

のほうで審議がございますので、改めて臨みたいと

思います。大体見込み数が見込めなかったというこ

とで理解をいたしました。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続いて７番 渡辺 貢君の発言を許します。７番 

渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） それでは引き続き補正予算の

内容ですが、参考資料の97ページの真ん中へんに、

市有土地の売払収入というのがありまして、5,084

万2,000円ですか、この内容説明をお願いします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 
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  〔総務部長 森 宣雄登壇〕 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 売払収入5,084万2,000円の大部分を占めるのは、

静岡県に売却をいたしました市民会館跡地の湖西警

察署建設用地で、約1,088平米、金額で約4,692万

3,000円でございます。 

 そのほかには、隣接地との一体利用を目的として

売却をいたしました土地７件、約290平米で、金額

が約391万8,000円でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。 

 続いて99ページですか、参考資料の。これは上か

ら３番目になりますが、土地開発公社の買い戻しの

費用が4,800万ありますが、これについての内容説

明もお願いします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 大森工業団地の事業用地として、平成４年度に市

から依頼を受け、土地開発公社が先行取得した土地

の買い戻しでございます。 

 大森工業団地の見直しにより、長期にわたり活用

されることがなく現在に至っておりますことから、

公社の借入金利を抑えることについて、財政当局と

相談し、予算の確保が可能な金額について買い戻し

をすることとしたものでございます。 

 内訳は、湖西市岡崎字大森地内の土地３筆、合計

2,780平米でございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） わかりました。ありがとうご

ざいました。終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 続いて８番 吉田建二君の発言を許します。吉田

建二君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） ８番 吉田建二です。質問さ

せていただきます。 

 歳入21款市債、説明書は13ページ、参考資料97ペ

ージでございます。 

 市債の消防費、通信施設整備に1,070万円の起債

が計上されております。これは国庫補助金が減収等

をしたことを補填するために起債を発行するのかど

うかお尋ねするとともに、また交付税算入などの特

別措置の対象となるものか、あわせてお尋ねをいた

します。 

○議長（二橋益良） 総務部長。登壇してお願いし

ます。 

  〔総務部長 森 宣雄登壇〕 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 議員のおっしゃるとおり、通信施設整備事業に対

する交付決定により国庫補助金が減額となることに

伴い、減収となる財源を確保するため、市債を活用

するものであります。 

 また、市債の公債費の40％は、普通交付税の基準

財政需要額へ交付税算入されるものでございます。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 今回、起債をしなくても公共

施設整備基金への繰り戻しと調整したらどうかなと

いうようなことを考えたわけですけども、ただいま

の答弁でもって国の交付税の対象の経費になるとい

うようなことから起債を起こすということで、これ

は理解いたします。 

 では２番目のほうお願いいたします。 

 歳出の２款総務費です。公共施設整備基金積立金、

これの財源は何を充てているのか。またあわせて積

み立てをする大方の目標は何のために、こういうよ

うなものがあればそれをお聞かせいただきたい。も

しなければ大局的に公共施設のためにということで

の説明をお願いします。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（森 宣雄） お答えをいたします。 

 財源の内訳を申し上げます。新所原駅周辺整備事

業への寄附金が123万2,000円、地震津波対策事業へ

の寄附金が38万6,000円、財産収入として基金の利

息が13万3,000円、それから新所原駅周辺整備事業

など、主な普通建設事業におけます入札差金や事業

費の確定に伴い生じました一般財源の不用額のうち

１億円を財源にしております。 

 それから、大方の目安という御質問でございます
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が、理想といたしましては、特定の公共施設建設の

ための財源として目標を定め、積み立てることがよ

いと考えております。しかしながら、今後公共施設

の適正化に要する経費や老朽化による改修が必要と

なってくる施設も出てまいります。また、ここ数年

は大型事業が続きますことから、実施計画により事

業費の財源を判断し、必要に応じ、公共施設整備基

金の活用を図ってまいりたいと考えております。 

 このようなことから、積立金額の目標設定はござ

いませんが、普通建設事業費の入札差金や不用額が

生じた場合にあっては、できる限り基金へ積み立て、

後年度に生かしてまいりたいと考えております。以

上でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） ただいま積立金の財源内訳を

丁寧に説明いただきました。了解をいたします。 

 特に建設関係に計上された不用額をここのとこで

積み立てていくというようなことで財源に充てる。

大いにその点についてはよろしくお願いしたいとこ

のように思います。せっかく投資的経費に計上した、

そういう経費をまた一般財源に戻してしまうんでは

なくして、そういう建設の事業のほうに充てていこ

うというように有効活用してもらう、これからの公

共施設再配置を財源確保するということで、今部長

から答弁いただいた。非常に有効なことだと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 ３点目の質問お願いします。 

 ３款民生費、説明書17ページでございますが、介

護・訓練費等の給付費、今回5,000万円の不足が見

込まれるということで計上されております。年度末

での補正額としてはちょっと多額だなとこのように

感じますが、その点の内容について説明をお願いい

たします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 介護・訓練給付費は、

居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、就

労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、計画相

談支援などの障害福祉サービスに係る給付費でござ

います。 

 今回の給付費増額の理由は、サービスの利用人数

の増加に伴う給付費の増でありまして、一月当たり

の延べ利用人数と金額が、当初予算時の見込みでは

約540人、5,370万円であったのに対しまして、補正

予算要求時までの実績から推計すると約560人、

5,780万円で、20人、410万円増加する見込みとなっ

たことから、不足を生じるために今回補正をお願い

するものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 私のちょっと理解が不足して

るかわかりませんが、当初と今回の補正でいくと、

20人の増員があったと。それで5,370万円が5,780万

円で410万円のというんですが、5,000万円というこ

この不足額が見込まれるという、その内訳はどうな

るでしょうか。その点についていま一度説明をお願

いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 済みません、ちょっ

と言葉足らずだったかもしれませんが、一月当たり

の延べの利用人数が20人増加、金額にして一月当た

り410万円の増加、年間通してですね、という見込

みになるということで、全体で約5,000万円不足が

生じるというものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） わかりました。一月当たりと

いうことで、それを年間を通じていくと今回の補正

額になるということで理解をいたしました。ありが

とうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、８番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第50号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第50号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第29 議案第51号 平成

29年度湖西市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、７番 渡

辺 貢君の発言を許します。７番 渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） 議案第51号、国保会計の補正

予算についてお尋ねをいたします。 

 この件は、先ほど基金条例の改正のところで御説

明いただきましたので、おおよそは理解はしており

ますが、今回、補正で１億円の支払準備基金を新た

に積み立てるということになりますと、29年度の基

金残高でございますけれども、先ほどは今のうちに

できるだけ貯金しておくということで、30年以降は

余り積み立てる当てがない、こういう説明でござい

ましたので、できるだけ積み立てるということにつ

いての意味はわかりましたけども、そうだとすると、

私もざらっと数字拾ってみたんですけども、28年度

末の支払準備基金が３億5,400万円、27年が２億400

万円ですので、27年から28年にかけて、かなりふえ

てるんですね、３億5,000万。29年度の当初で2,800

万ぐらい基金取り崩すという予算ですが、今回、こ

れはやめるということで、そのまま残るんではない

かなと、３億5,400万。これに１億円足すと、４億

5,400万ということで、そういう計算でいいのかど

うかということと、ちょっと多いけども、貯金はた

んとあったほうがお互いにありがたいという思いは

あると思いますので、その辺の見解を含めて御答弁

お願いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市民経済

部長。登壇してお願いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） お答えいたします。 

 平成29年度末の国民健康保険給付等支払準備基金

の残高見込みにつきましては、渡辺議員がおっしゃ

いますように、今回の補正予算で基金の取り崩しを

2,800万円減額しました。また、積立金を１億円増

額することで、最終的には合計４億5,492万円にな

ります。１億2,800万円増額することになりますが、

平成28年、前年度の実質単年度収支１億3,061万円

の黒字額と同程度の額でございますので、積立額と

しては、できるだけ積み立てたいということもあり

まして、適切であると考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 説明は理解いたしました。終

わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第51号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第51号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第30 議案第52号 平成

29年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 
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 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第52号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第52号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第31 議案第53号 平成

29年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第53号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第53号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第32 議案第54号 平成

29年度湖西市公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第54号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第54号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第33 議案第55号 平成

29年度湖西市水道事業会計補正予算（第５号）を議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第55号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（二橋益良） 挙手全員であります。したが

って議案第55号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第34 議案第57号 平成

30年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算を議題

といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第35 議案第58号 平成

30年度湖西市介護保険事業特別会計予算を議題とい

たします。 

 質疑通告書が提出されておりますので、17番 神

谷里枝さんの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 質疑通告を出させていただき

ましたけども、時間も大分、時間ですので、この所

管委員会の方たちに人件費とか委託費とか、この生

活支援体制整備事業は本当に身近な事業としてスタ

ートしていくわけですけども、よく積算根拠とかい

ろんなことがわかっていませんので、そういったこ

とを含めて当局が予算審査の中でお答えしていただ

けるということをお願いしまして、私はこの質問を

取り下げたいと思います。 

○議長（二橋益良） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対する

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第36 議案第59号 平成

30年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算を議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第37 議案第60号 平成

30年度湖西市公共下水道事業会計予算を議題といた

します。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第38 議案第61号 平成

30年度湖西市水道事業会計予算を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第39 議案第62号 平成

30年度湖西市病院事業会計予算を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに17番 神谷里枝さ

んの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝です。このほ

うはちょっと質問をさせていただきたいと思います。 

 一般会計からの繰入金が前年度より8,482万4,000

円減額になっております。以前も、病院としては12

億要望したかったんだけども財政難で10億にした。

結局３月補正で２億また増額補正という経緯もある

中で、今回は大丈夫かなという思いもありまして、



１２５ 

大きく8,000万円以上減額できた主な要因だけで結

構ですので、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いいたします。病院

事業管理者。登壇してお願いします。 

  〔病院事業管理者 杉浦良樹登壇〕 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 平成30年度予算につきましては、私が就任してか

ら初めての予算であり、経営改善に向けての予算と

なります。本年度の経営状況や経営診断の結果など

を参考にいたしまして、経営改善に取り組んでいく

ということで、平成30年度につきましては前年度よ

りも繰入金を減額した予算で努力してまいりたいと

考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん、よろしいです

か。 

○17番（神谷里枝） 病院管理者として、経営改善

に取り組んでいただくというのは当然のことであり

まして、私が今お聞きしたいなと思ったのは、

8,482万4,000円、市からの繰入金が減額できたとい

う、その8,000万もの減額、経営改善してここを減

らそうというのがあったかとは思うんですが、その

主なポイントを挙げていただけないでしょうか。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 来年度４月から診療報酬改定、介護報酬改定の同

時改定、それから世の中で言われているトリプル改

定、福祉関係のものも変更がされていきます。そん

な中で収入の部分ではまだ読めないところがたくさ

んございますが、費用面の削減というものには着手

をしたいなと思っております。ただそれが今ここで

挙げてある数字そのものになるかどうかは未確定で

はありますが、例えば、今先発品というお薬がある

んですが、先発品を今98％ぐらいの使用で使ってお

ります。これを現場が許せばということもあります

が、いわゆるゾロ、後発品というもの、後発品の医

薬品を使っていくということでも減額ができるんで

はないかと考えております。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん、いかがですか。 

○17番（神谷里枝） いろんな要因があって8,000

万強の減額、市からの繰入金が少なくなるのは本当

にいいことだなと思っておりますけども、やっぱり

足りなかったよといってまた３月とか年度末あたり

に補正とならないように、余り無理した予算編成で

なければいいんですが、そこを私はちょっと感じる

ものですから今回質問してみましたので、市からの

繰入金の補正が起きないような御努力をお願いいた

します。ありがとうございます。 

○議長（二橋益良） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続きまして５番 楠 浩幸君の発言を許します。

５番 楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。

最後になりましたけれども、私のほうからも病院事

業会計予算について、４点ほど通告しております。 

 本来ですと、付託案件ですので、所管の常任委員

会にお任せするべきところではありますけれども、

病院事業会計、湖西市としては非常に大きな課題と

いうふうに認識をしておりますので、少し勉強させ

ていただきたいというふうに思っております。 

 １点目です。先ほど先輩議員のほうから市、一般

会計からの持ち出しを減額するというような質問が

ありましたけども、そんな中で入院、入りのほうで

すね、収入のほうで入院の収益が前年比、減少する

というような説明があったと思うんですけれども、

主な要因だけ結構ですので、教えていただければと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。登壇してお願い

します。 

  〔病院事務長 柴田佳秀登壇〕 

○病院事務長（柴田佳秀） お答えをいたします。 

 平成30年度予算に計上させていただきました入院

収益につきましては、平成28年９月から平成29年８

月までの１年間の実績をもとに、医師とのヒアリン

グを行い算出をしており、減額となっております。 

 入院患者数を見込むことはなかなか難しいことで

ございます。収益が減少となる主な要因といたしま

しては、先ほど申しました１年間の実績が減となっ

ていることと、常勤医師数が平成29年度から１名減

の16名となったことによるものでございます。以上
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でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） わかりました。２つ目の質問

に移りたいと思います。 

 同じくなんですけども、収入のほうなんですけれ

ども、外来の収益も前年比減少するということなん

ですけれども、先ほどの答弁と同じような内容でし

ょうか。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） お答えをいたします。 

 平成30年度予算に計上しました外来収益につきま

しても、先ほどと同じように平成28年９月から平成

29年８月までの１年間の実績をもとに、医師とのヒ

アリングを行い算出をしております。 

 外来収益につきましては、実績ベースでは前年度

予算と比較すると増加をしております。しかしなが

ら、医師とのヒアリングにより、かなり無理をされ

て診療されている医師がおられ、診療の調整をした

いという申し出があったことなどにより、前年度よ

り減少しているものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） わかりました。３点目に移り

たいと思います。 

 今度は機器・備品の購入費なんですけれども、か

なり大型な投資が行われます。１億286万円の投資

なんですけれども、投資による成果を教えていただ

ければと思います。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） 器械備品購入費の内訳

でございますが、まず病院の検査にかかわる診療情

報システムの更新及び心電計、血液ガス分析装置な

どの検査用機器がまず主なものでございます。 

 次に内視鏡情報管理システムの更新及び内視鏡ス

コープの購入でございます。それから、手術用の顕

微鏡、手術台、カメラシステムの購入もございます。

それからレーザーによる手術を行う装置がございま

す。 

 それらの投資による成果につきましては、これら

の医療機器は検査や手術に使用するため、患者さん

の利用が多く、収益につながることや、機器を更新

することによって、万一故障した場合でも部品の供

給が確保され、早急に機能が回復できることでござ

います。 

 なお、更新の機器につきましては、補修の部品供

給が終わるというメーカーからの情報がございまし

て、更新購入するものでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 顧客ニーズに合わせたものと、

あと市民サービスの向上ということで理解ができま

した。 

 ４点目、最後の質問になります。 

 よくよく出てくる案件なんですけれども、一般会

計からの繰り入れ、繰り出しなんですけれども、こ

れ、資本的収入に一般会計から繰り入れを行う根拠

のようなものがあれば教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（二橋益良） 今、質問の途中ではあります

が、16番 中村博行君、私語を慎んでください。進

行の邪魔になります。 

 それでは、答弁お願いします。病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） それではお答えをいた

します。 

 総務省の基準によります一般会計が負担する経費

として、病院の企業債の元利償還金のうちの一部が

対象となるものでございます。 

 平成14年度以降に起債を行ったものは企業債元利

償還金の３分の２が対象となります。平成15年度以

降に起債を行ったものは２分の１に相当する額を一

般会計が負担するというものが基準内のものでござ

いまして、本年度は基準内のものを計上しておりま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 元利償還金、借金の２分の１

は一般会計から負担できるものなんですかね。これ

はするべきものなんですか。どっちですか。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（柴田佳秀） お答えする前に、済み

ません、今の先ほどの答弁で、平成14年度以前とい

うことを、以後と言ってしまいました。申しわけあ

りません。以前のものが３分の２でございます。 
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 これは総務省のほうの繰り出し基準というところ

で、本来の考え方でいうと、病院のほうでいいます

と、繰り出しをしていただけるものというふうに解

釈しておりまして、というのは、なかなか公立病院

のもので投資をしますので、それに対して市のほう

が負担をすべきものというふうな解釈をしておりま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 私も少し勉強がてら、ホーム

ページですとか、いろんなところを調べてみたんで

すけども、やはり負担をする補助の対象が、小児救

急の電話相談ですとか、救急医療体制の確保だとか

というようなものが対象になるよというふうなこと

でした。また、償還金の中身につきましては、そう

いったような内容がちゃんと含まれているのかどう

かというところも、常任委員会の付託、委員会のほ

うで精査をいただきながら、しっかりと審議をして

いただきたいという願いを込めて、私の質問を終わ

ります。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） 以上で質疑を終わります。 

 本件は福祉教育委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 以上をもちまして、本日の日

程は終了いたしました。 

 ここで、本日委員会に付託いたしました議案を事

務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（二橋益良） それでは、本日はこれにて散

会いたします。長時間、御苦労さまでございました。

お疲れさまでございました。 

午後５時58分 散会 

───────────────── 


